
強

訴

考

衣

」

仁

【
要
約
】
　
中
世
寺
院
に
よ
る
強
訴
の
実
態
は
、
悪
僧
に
よ
る
暴
力
的
・
暴
発
的
な
濫
行
で
は
な
く
、
政
治
状
況
に
柔
軟
に
黒
黒
で
き
る
よ
う
大
衆
に
統
御

さ
れ
た
訴
訟
行
為
で
あ
っ
た
。
院
政
期
の
神
人
と
大
衆
の
訴
訟
の
共
同
化
に
よ
っ
て
、
大
衆
は
「
神
威
」
を
取
り
込
み
、
仏
法
秩
序
の
社
会
的
浸
透
を
達

成
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
世
国
家
は
、
強
訴
に
お
い
て
は
大
衆
と
の
直
接
対
峙
を
回
避
し
つ
つ
、
強
訴
へ
の
規
制
を
緩
和
す
る
こ
と
で
、
寺
院
勢
力
を

体
制
内
部
に
組
み
込
ん
だ
王
法
－
仏
法
秩
序
の
貫
徹
を
期
待
し
た
。
世
俗
社
会
は
、
寺
院
社
会
と
の
日
常
的
な
情
報
交
換
の
仕
組
み
に
よ
っ
て
規
範
を
共

有
し
て
お
り
、
集
団
性
・
神
秘
性
を
帯
び
た
同
心
を
、
そ
の
ま
ま
〈
力
〉
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
か
ら
、
大
衆
の
「
輝
輝
」
や
そ
の
訴
訟
を
同
心
に
基

づ
く
「
善
」
な
る
も
の
と
し
て
、
正
当
性
を
認
め
て
い
た
。
王
法
…
仏
法
秩
序
の
浸
透
を
志
向
す
る
国
家
は
、
現
実
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
寺
院
社
会
の

「
悪
し
を
神
人
・
悪
僧
問
題
と
し
て
排
除
し
、
「
善
」
な
る
大
衆
を
中
心
と
す
る
権
門
寺
院
の
体
制
化
を
推
進
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
五
巻
五
号
　
一
…
O
O
二
年
九
月

考　（衣川）

は
　
じ
　
め
　
に

白
河
院
の
「
天
下
三
不
如
意
」
や
「
毒
し
な
道
理
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
典
型
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
山
法
師
」
目
延
暦
寺
や

訴
「
窪
し
な
」
寺
塔
奪
と
い
・
た
稽
寺
院
の
僧
徒
蚕
院
政
響
会
に
お
い
て
猛
威
を
ふ
る
う
集
団
と
さ
れ
た
・
と
は
、
周
知
の
通
り
で
圃

強

あ
る
。
こ
こ
で
い
う
猛
威
と
は
、
観
念
的
・
物
質
的
両
様
の
形
態
を
と
る
暴
力
に
支
援
さ
れ
た
中
世
等
院
の
〈
力
〉
の
一
側
面
で
あ
る
が
、
彼

1



ら
の
猛
威
が
最
も
典
型
的
に
顕
在
化
し
た
と
さ
れ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
強
訴
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
強
訴
と
は
何
か
。
研
究
史
的
に
は
、
「
僧
徒
が
武
器
を
帯
し
、
鎮
守
神
を
押
し
立
て
て
公
家
に
強
請
」
、
「
中
央
・
地
方
の
大
寺
社
の
衆
徒
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

神
人
が
、
宗
教
的
権
威
を
背
景
に
徒
党
を
組
み
、
朝
廷
や
幕
府
に
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
強
要
し
た
行
動
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
物
理
的
暴
力
・

宗
教
的
権
威
・
集
団
的
脅
威
な
ど
に
よ
っ
て
強
勢
化
さ
れ
た
寺
社
の
脅
迫
的
訴
訟
行
為
と
い
う
共
通
理
解
が
あ
る
。
こ
う
し
た
〈
力
〉
の
源
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
強
訴
の
乱
書
史
上
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
が
、
そ
の
出
発
点
で
も
あ
る
平
田
俊
春
「
強
訴
の
研
究
」
で
あ
ろ
う
。

平
田
氏
は
そ
の
申
で
、
平
安
後
期
の
寺
院
が
「
絶
類
的
威
力
」
を
以
て
強
訴
を
行
い
得
た
要
因
と
し
て
、
「
公
家
の
信
仰
が
盲
目
化
し
て
み
た

た
め
、
後
世
か
ら
見
て
奇
怪
な
位
に
彼
等
に
威
力
を
與
へ
た
」
点
を
あ
げ
、
寺
院
1
1
主
体
の
作
用
で
は
な
く
、
強
訴
の
客
体
け
朝
廷
を
始
め
と

す
る
世
俗
社
会
に
浸
透
す
る
「
信
仰
の
力
」
を
決
定
的
要
因
と
断
じ
た
。
こ
こ
で
「
信
仰
の
力
」
が
強
調
さ
れ
た
理
由
は
、
「
佛
法
に
惑
溺
し

て
正
し
き
日
本
の
道
を
見
失
」
つ
た
公
家
へ
の
非
難
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
聖
俗
両
界
に
跨
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
つ
つ
も
、

仏
教
を
排
除
す
べ
き
異
物
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
う
し
た
時
代
性
を
帯
び
た
見
方
に
留
ま
っ
た
こ
と
は
、
中
世
社
会
・
国
家
と
仏
教
の
密
接
な

関
係
性
の
多
様
な
実
証
成
果
を
も
つ
現
在
の
研
究
段
階
か
ら
す
れ
ば
、
問
題
を
多
く
残
す
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
平
田
氏
は
、
強
訴
を
寺
院
に
よ
る
「
糾
弾
」
す
べ
き
「
狂
暴
濫
行
」
と
し
て
断
罪
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
定
着
し
た
の
で
は
な
い
に

し
ろ
、
事
実
史
料
か
ら
も
窺
え
る
暴
徒
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
他
方
で
国
家
へ
の
求
心
構
造
に
場
所
を
定
め
て
い
く
中
世
寺
院
の
歴
史
か
ら
、

疎
外
す
べ
き
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
、
正
面
か
ら
の
検
討
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
中
世
宗
教
史
上
の
問
題

か
ら
い
え
ば
、
黒
田
俊
雄
氏
の
中
世
宗
教
論
を
顕
密
体
制
論
と
寺
社
勢
力
論
に
区
分
し
て
受
け
と
め
て
き
た
研
究
史
が
、
同
じ
中
世
寺
院
を
国

家
権
力
と
の
関
係
に
よ
り
「
顕
密
仏
教
」
「
寺
社
勢
力
」
と
呼
び
換
え
て
対
象
化
し
た
こ
と
で
、
国
家
権
力
中
枢
へ
の
求
心
、
あ
る
い
は
体
制

と
し
て
の
統
合
へ
向
か
う
寺
社
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
中
世
史
上
ほ
ぼ
通
説
的
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
顕
密
体
制
論
に
よ
っ
て
説
明
す
る
一

方
、
一
見
そ
れ
と
は
逆
を
向
く
方
向
性
に
関
し
て
は
、
「
矛
盾
」
「
退
廃
」
を
理
由
と
す
る
に
留
ま
る
傾
向
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
黒
田

氏
自
身
も
、
顕
密
体
制
と
寺
社
勢
力
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
寺
社
勢
力
の
主
体
と
さ
れ
る
寺
院
大
衆
の
成
長
と
、
体
制
成
立
の
時
期
的
一
致
以
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強訴考（衣川）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

外
に
追
及
さ
れ
ず
、
大
衆
の
「
無
敵
の
権
威
と
暴
力
」
に
対
し
積
極
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
内
暴
力
に
つ
い
て
は
、
い
わ

ゆ
る
僧
兵
の
問
題
と
し
て
旧
稿
で
考
察
し
、
退
廃
や
堕
落
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
と
の
関
係
の
中
で
編
成
さ
れ
た
自
律
的
な
武
力
と
い

　
　
　
　
　
　
　
⑥

う
側
面
を
強
調
し
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
強
訴
は
、
「
権
威
と
暴
力
」
双
方
に
関
わ
る
点
で
、
重
要
な
検
討
対
象
と
な
ろ
う
。
更
に
中
世
史

の
問
題
と
し
て
い
え
ば
、
「
体
制
」
「
勢
力
」
に
分
裂
し
た
構
図
に
よ
り
、
国
図
上
に
占
め
る
顕
密
仏
教
の
位
置
を
踏
ま
え
た
議
論
の
進
展
の
一

方
で
、
寺
院
大
衆
の
院
政
権
力
と
の
対
立
面
の
み
を
強
調
す
る
論
調
が
、
院
政
研
究
に
お
い
て
も
根
強
く
残
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
状
況
を

整
合
的
に
ク
リ
ア
し
、
寺
院
大
衆
と
い
う
中
世
的
な
勢
力
を
正
当
に
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
中
世
寺
院
の
「
勢
力
」
が
顕
密
「
体
制
偏
に

よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
た
聖
俗
両
界
の
争
点
・
摩
擦
を
明
確
に
す
る
強
訴
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
そ
の
方
法
の
第
一
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
本
稿
で
は
、
申
世
最
大
級
の
権
門
寺
院
で
あ
り
、
院
権
力
の
限
界
性
を
露
呈
す
る
一
要
因
と
も
評
価
さ
れ
た
「
山
法
師
」
匪
延
暦
寺
の
強
訴

を
中
心
に
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
先
ず
実
態
分
析
に
よ
り
強
訴
の
歴
史
的
性
格
を
再
検
討
し
、
続
い
て
中
世
寺
院
勢
力
の
位
置
づ
け
に
も
関
わ

る
大
衆
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
考
察
し
、
最
後
に
強
訴
の
正
当
性
を
支
え
る
聖
俗
共
通
の
観
念
的
基
盤
の
問
題
に
繋
げ
た
い
。

①
永
島
福
太
郎
「
こ
う
そ
強
訴
」
（
『
国
史
大
辞
典
謡
講
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
八
四
年
）
。

②
永
村
眞
門
強
訴
こ
う
そ
」
（
『
日
本
史
大
事
典
㎏
第
三
巻
、
平
凡
社
、
～
九
九

　
三
年
）
。

③
　
平
田
俊
春
「
強
訴
の
研
究
篇
（
『
平
安
時
代
の
研
究
漸
山
｝
書
房
、
一
九
四
三
年
、

　
初
出
～
九
三
七
年
）
。

④
　
平
田
俊
春
「
強
訴
の
研
究
」
（
同
右
）
　
一
四
二
頁
。

第
一
章
　
制
御
さ
れ
る
強
訴

⑤
黒
田
俊
雄
門
中
世
寺
社
勢
力
論
」
（
量
…
田
俊
雄
著
作
集
野
趣
三
巻
、
法
蔵
館
、

　
一
九
九
五
年
、
初
鵡
一
九
七
五
年
）
二
〇
四
頁
。

⑥
衣
規
仁
「
「
僧
兵
」
研
究
史
と
そ
の
謙
題
」
（
槻
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
臨
ニ

　
ニ
七
、
一
九
九
七
年
）
、
「
中
批
前
期
の
権
門
寺
院
と
武
力
」
（
『
年
報
中
世
史
研

　
二
輪
一
一
五
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

⑦
石
井
進
門
院
政
時
代
扁
（
隅
講
座
日
本
史
㎞
2
、
東
京
大
学
出
版
会
、
｝
九
七
〇

　
年
）
二
一
七
頁
。

本
論
に
入
る
前
に
、
強
訴
に
関
わ
る
研
究
史
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
強
訴
研
究
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
平
田
俊
春
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氏
は
、
そ
の
要
因
と
し
て
社
会
に
蔓
延
し
た
「
信
仰
の
力
」
を
重
視
さ
れ
た
。
確
か
に
社
会
の
「
信
仰
の
力
」
を
前
提
と
す
る
寺
院
の
宗
教
性

が
、
強
訴
に
お
い
て
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
十
一
世
紀
宋
の
熊
野
強
訴
を
初
例
と
す
る
神
輿
動
座
へ
の
発
展
過
程

は
、
宗
教
的
威
力
の
利
用
形
態
の
進
化
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
点
で
「
信
仰
の
力
」
は
確
実
に
存
在
し
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
強
訴
と
い
う
方
法

の
歴
史
的
必
然
性
は
、
他
の
何
ら
か
の
作
用
を
要
請
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
信
仰
の
力
」
の
絶
対
性
不
在
に
起
因
す
る
。
ま
た
強
訴
形
態
の
進
化

は
、
各
段
階
で
の
世
俗
の
抵
抗
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
性
の
み
が
強
訴
の
効
果
要
困
で
は
あ
り
得
な
い
。
「
信
仰
の
力
」
に
よ
る

「
絶
封
的
威
力
」
と
い
う
図
式
の
絶
対
性
の
陰
で
、
検
証
さ
れ
る
こ
と
な
く
沈
殿
し
て
い
た
非
宗
教
的
側
面
、
す
な
わ
ち
公
家
・
寺
家
問
の
政

治
的
攻
防
の
解
明
が
求
め
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
平
田
氏
以
降
の
研
究
に
は
、
右
の
よ
う
な
宗
教
性
へ
の
解
消
克
服
と
い
う
課
題
が
予
め
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
故
、
多
様

な
視
角
が
強
訴
を
裏
面
か
ら
の
考
察
の
狙
上
に
上
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
大
掴
み
に
言
え
ば
四
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
政
治
史
研
究
で
あ
り
、
一
九
八
○
年
代
後
半
以
降
、
院
政
虐
政
治
史
に
お
い
て
強
訴
が
考
察
の
対
象
と
な
っ
た
。
元
木
泰
雄
氏
は
興
福
寺
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

訴
を
中
心
に
、
受
領
と
の
対
立
か
ら
院
の
人
事
介
入
へ
と
変
化
す
る
要
因
と
、
そ
の
背
後
で
勢
力
を
伸
ば
し
た
大
衆
の
動
向
を
明
ら
か
に
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

美
川
黒
氏
は
強
訴
に
代
表
さ
れ
る
寺
社
問
題
の
背
景
に
、
院
権
力
に
よ
る
寺
院
統
制
及
び
人
的
関
係
の
拡
大
を
読
み
取
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

強
訴
へ
の
対
応
の
分
析
か
ら
院
権
力
の
本
質
を
解
明
す
る
試
み
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
に
至
る
触
媒
と
し
て
で
は
な
く
、
権
門
寺
院
の

主
体
的
側
面
を
重
視
し
た
強
訴
自
体
の
特
質
に
関
し
て
は
、
平
田
氏
以
降
正
面
か
ら
の
考
察
が
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
次
に
、
強
訴
と
い
う
行
為
自
体
へ
の
視
点
を
提
示
し
た
法
制
史
研
究
を
、
第
二
の
潮
流
と
す
る
。
笠
松
宏
至
氏
は
、
『
沙
汰
未
練
書
』
の

「
強
訴
ト
ハ
理
不
尽
訴
訟
門
門
と
い
う
定
義
か
ら
、
訴
訟
の
客
体
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
主
体
自
身
も
「
理
不
尽
」
で
あ
る
と
自
覚
す
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

強
訴
の
～
般
的
性
格
を
強
調
さ
れ
た
。
「
理
不
尽
訴
訟
」
と
は
、
通
常
の
理
非
判
断
に
よ
る
法
適
用
の
拒
絶
を
意
味
し
、
笠
松
氏
に
よ
れ
ば
、

中
世
寺
院
の
訴
訟
は
「
多
か
れ
少
か
れ
通
常
の
理
非
に
超
越
す
る
特
権
に
ま
も
ら
れ
て
」
お
り
、
且
つ
自
身
が
「
国
法
の
将
外
に
立
ち
得
る
と

の
特
権
の
自
覚
」
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
「
特
権
の
自
覚
」
の
根
拠
、
そ
の
「
特
権
」
が
社
会
的
に
許
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容
さ
れ
る
と
い
う
「
自
覚
」
が
成
立
す
る
歴
史
的
条
件
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
理
不
尽
」
強
訴
遂
行
を
可
能
に
す
る
正
当
性
及

び
威
力
の
源
泉
の
問
題
に
行
き
つ
く
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
問
題
に
関
連
す
る
第
三
の
潮
流
が
一
揆
研
究
で
あ
る
。
勝
俣
鎮
夫
氏
は
、
一
揆
研
究
の
一
環
と
し
て
強
訴
に
つ
い
て
考
察
し
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

揆
の
力
1
1
一
味
同
心
を
強
訴
の
非
日
常
的
な
力
の
源
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。
ま
た
新
井
孝
重
氏
は
毒
院
社
会
構
造
を
考
察
す
る
中
で
、
一
味
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

心
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
大
衆
の
〈
全
体
〉
性
を
指
摘
さ
れ
る
。
一
揆
研
究
で
は
、
一
味
同
心
の
淵
源
を
中
世
寺
院
の
内
に
見
る
見
解
が
あ
る

　
方
で
、
そ
れ
が
寺
院
と
世
俗
に
共
通
す
る
社
会
通
念
と
し
て
機
能
す
る
に
至
る
過
程
の
考
察
が
、
充
分
な
さ
れ
て
き
た
と
は
雷
い
難
い
。

　
強
訴
の
分
析
視
角
の
最
後
は
武
士
論
で
あ
る
。
強
訴
に
お
け
る
武
力
の
研
究
史
的
評
価
は
、
暴
悪
な
悪
僧
に
よ
る
暴
力
的
行
動
と
い
っ
た
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
が
、
近
年
で
は
対
抗
暴
力
で
あ
る
武
士
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
そ
の
抑
制
的
性
格
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
両
者
の
懸
隔
を
整
合
的
・
統
一
的
に
把
握
す
る
方
向
へ
の
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
以
上
の
四
つ
の
流
れ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
名
を
冠
し
た
主
た
る
目
的
・
対
象
が
別
に
存
在
し
、
強
訴
は
副
次
的
対
象
で
し
が
な
か
っ
た
。
外
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

社
会
と
の
摩
擦
を
体
現
す
る
強
訴
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
右
で
僅
か
な
が
ら
指
摘
し
得
た
問
題
点
も
含
め
、
宗
教
性
や
暴
力
性
を
具
有
す
る
寺

院
大
衆
を
主
体
と
し
て
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
は
、
そ
の
点
で
充
分
な
余
地
と
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
中

世
権
門
寺
院
が
持
つ
に
至
っ
た
様
々
な
〈
力
〉
の
解
明
に
も
通
じ
る
だ
ろ
う
。

第
一
節
強
訴
の
暴
力
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
表
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
僧
侶
集
団
の
入
洛
訴
訟
は
十
世
紀
中
葉
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
基
本
的
行
動
様
式
は
、
陽
明
門
・
大
臣
邸
宅
と
い
っ

た
場
所
へ
の
群
集
で
あ
り
、
奏
状
を
以
て
の
愁
訴
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
僧
侶
集
団
1
1
大
衆
が
僧
綱
・
已
講
を
越
え
た
訴
訟
を
起
こ
す
に
至

る
背
景
に
は
、
僧
綱
ク
ラ
ス
の
僧
侶
と
貴
族
社
会
と
の
個
人
間
に
成
立
し
た
紐
帯
に
依
拠
す
る
寺
院
の
政
治
的
動
向
と
い
う
摂
関
期
の
情
勢
下
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

寺
外
か
ら
の
摩
擦
な
ど
に
刺
激
さ
れ
た
大
衆
の
政
治
的
覚
醒
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本
節
で
は
こ
う
し
た
大
衆
の
意
識
を
踏
ま
え
、
強
訴
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の
歴
史
的
性
格
の
再
検
討
を
試
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
〈
僧
兵
〉
・
悪
僧
に
よ
る
強
訴
を
院
政
期
寺
院
の
武
力
の
象
徴
と
し
、
そ
の
暴
力
性
を
強
調
す
る
見
解
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ

で
は
、
大
衆
と
い
う
退
廃
・
堕
落
し
た
暴
徒
H
古
代
的
勢
力
に
よ
る
強
訴
阻
止
の
た
め
に
開
明
的
な
中
世
武
士
が
配
置
さ
れ
、
凌
駕
す
る
と
い

う
古
典
的
歴
史
像
が
展
開
さ
れ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
武
士
論
・
寺
院
史
に
お
け
る
実
態
解
明
の
進
展
は
、
軍
事
的
脅
威
へ
の
評
価
を
抑
制
し

⑭た
。
本
論
も
そ
の
立
場
に
与
す
る
が
、
強
訴
を
考
察
す
る
場
合
、
そ
の
威
力
の
源
泉
と
も
と
ら
え
ら
れ
た
暴
力
性
へ
の
言
及
は
避
け
ら
れ
な
い

か
ら
、
改
め
て
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
強
訴
に
動
員
さ
れ
る
僧
侶
は
、
一
般
に
刀
剣
・
甲
冑
等
に
よ
っ
て
武
装
し
た
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
十
世
紀
末
、
智
謹
門
徒
余
慶
の
法
性
寺
座

主
補
任
に
抗
議
し
た
界
面
門
徒
が
百
数
十
人
の
諸
寺
従
僧
を
引
率
し
て
下
山
し
た
事
例
で
は
、
関
白
頼
忠
邸
に
参
向
し
た
僧
徒
が
「
濫
吹
事
」

に
及
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
〔
酌
3
〕
。
こ
の
初
期
段
階
の
事
例
は
、
武
装
集
団
に
よ
る
暴
力
行
為
の
直
裁
的
明
証
で
は
な
い
に
し
ろ
、
少
な
く

と
も
供
奉
僧
綱
の
制
裁
措
置
（
公
請
停
止
）
が
要
求
さ
れ
る
程
の
異
常
性
・
犯
罪
性
を
貴
族
社
会
に
感
受
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
。
こ
の
時

期
、
既
に
個
々
の
僧
房
で
師
僧
に
奉
仕
す
る
集
団
（
従
僧
・
童
子
）
の
武
装
は
成
立
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
場
で
も
武
装
動
員
は
あ
っ
た
と
考

　
　
　
⑮

え
て
よ
い
。

　
入
洛
大
衆
の
武
装
は
、
院
政
期
ま
で
に
は
史
料
上
で
も
確
実
と
な
る
。
但
し
、
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
の
延
暦
寺
大
衆
の
下
洛
〔
恥
1
6
〕
で

は
、
六
百
人
が
大
般
若
経
、
二
百
人
が
仁
王
経
を
持
ち
、
そ
の
他
約
二
百
人
が
甲
冑
・
弓
箭
を
着
用
し
た
よ
う
に
、
動
員
僧
侶
全
体
に
は
及
ば

な
い
可
能
性
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
強
訴
時
の
武
装
動
員
が
限
定
的
で
あ
り
、
集
団
全
体
の
武
力
的
性
格
は
一
定
の
制
限
を
受
け
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。
こ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
入
洛
し
た
寺
院
側
と
防
御
側
の
衝
突
の
実
態
を
検
討
す
る
。

　
表
に
ま
と
め
た
十
二
世
紀
中
葉
ま
で
の
強
訴
の
集
団
構
成
及
び
そ
れ
へ
の
対
応
を
み
る
限
り
、
天
永
四
年
（
一
＝
三
）
の
一
連
の
騒
動

〔
幅
4
4
～
4
8
〕
以
外
で
は
、
入
洛
し
た
寺
院
大
衆
が
防
御
武
士
と
武
力
衝
突
す
る
可
能
性
は
低
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
武

士
側
も
攻
撃
動
員
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
史
料
上
確
認
可
能
で
あ
る
。
元
永
元
年
（
　
＝
八
）
五
月
の
鎮
西
安
楽
寺
別
当
補
任
問
題
で
の
強
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表
酌

年
・
月

西
　
暦

寺
社

構
　
　
成

場
所

集
　
会

対
　
　
応

経
過
・
そ
の
他

典
拠
（
月
・
日
）

1

天
暦
三
二

九
四
九

來
大
寺

法
師
五
六
十
入

京

「
党
類
扁
の
闘
配

日
本
紀
略
正
・
一
六

2

康
保
五
・
七

九
六
八

南
都

南
都
衆
徒

八
省
院

3

天
元
四
・
一
二

九
八
一

延
暦
寺

門
徒
僧
網
阿
閣
梨
等
廿
二
人
・
諸
院
諸
寺
従
僧
百
六
十
余
人

頼
忠
邸

公
請
停
止

扶
桑
略
記
一
二
・

婆

永
延
元
・
九

九
八
七

伊
勢

太
神
宮
神
人
数
十
人

陽
明
門

百
錬
抄
九
・
七

5

長
保
六
・
二

｝
○
〇
四

住
吉
社

神
人
等
五
十
余
入

陽
明
門

日
本
紀
略
二
・
二
六

6

長
保
六
・
三

一
〇
〇
四

宇
佐
富

神
人
等
五
百
余
入

陽
明
門

百
錬
抄
三
・
二
四

7

寛
弘
三
・
七

一
〇
〇
六

興
福
寺

大
衆
数
千
人

八
省
院
・
大
臣
邸

宜
旨
に
よ
り
追
却

百
錬
抄
七
・
一
三

8

寛
仁
弱
・
六

一
〇
二
〇

清
水
寺

寺
僧
百
山
口

剣
臼
裟
「
【
巴
距

左
経
記
六
・
…
＝

9

万
寿
元
・
＝

一
〇
二
四

気
比
社

紳
人
等

陽
明
門

小
右
記
＝
・
二

10

万
寿
四
・
三

一
〇
一
…
七

延
．
暦
寺

満
由
僧

※

※
下
洛
せ
ず

小
宿
四
三
二
二
、
二
七

11

長
元
元
・
一
〇

一
〇
二
八

金
峯
由

住
僧
百
余
口

陽
明
門

左
経
記
一
〇
・
一
三
、
｝
四

12

長
元
一
…
・
九

㎝
〇
二
九

伊
勢

太
神
宮
神
民

公
門

小
右
記
九
・
二

13

長
暦
二
二
〇

～
〇
三
八

延
暦
寺

僧
徒
等
五
六
百
人

左
近
馬
場

僧
網
に
よ
る
制
止

数
千
人
下
山
の
風
聞

春
記
一
〇
・
二
六
、
二
七

14

長
暦
三
・
二

【
〇
三
九

延
暦
寺

僧
三
千
許
人

関
白
高
倉
殿

紙
多
林
寺

武
士
に
よ
る
防
御

濫
行
の
事
あ
り

百
鋏
抄
一
丁
…
七
、
扶
桑
略
記
二
・
一
八

15

永
承
七
・
八

一
〇
五
二

伊
勢

正
員
祢
宜
等
・
神
人
五
百
余
人

公
門

春
記
八
・
二

16

承
暦
三
・
六

一
〇
七
九

延
暦
寺

僧
徒
千
余
口

※

荘
園
祉

源
頼
経
等
の
派
遣

為
房
国
記
六
・
二

17

永
保
元
・
三

｝
O
八
｝

多
武
峯

五
六
百
人

9
・

帥
四
三
・
二
五

18

永
保
二
⊥
○

一
〇
八
二

熊
野

大
衆
三
百
余
人

公
門

栗
田
由
？

御
輿
を
粟
田
山
に
安
置

扶
桑
略
記
一
〇
・
一
七

19

寛
治
六
・
八

一
〇
九
二

大
隅

神
人

ワ
・

帥
記
八
・
二
五

20

寛
治
六
・
九

一
〇
九
二

日
吉
社

神
人
等
三
十
余
人

関
白
第
（
高
陽
院
〉

追
却
（
「
追
返
」
）

大
衆
は
動
か
ず

後
二
条
師
通
記
九
・
＝
、
一
七
～
二
〇
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21

寛
治
六
・
九

｝
〇
九
二

延
暦
寺

大
衆

※

「
諸
陣
官
人
武
勇
之
餐
扁
派
遣

※
風
聞
の
み

22

寛
治
七
・
八

一
〇
九
三

南
都

興
福
寺
大
衆
数
千
人
・
七
大
寺
等
諸
僧
・
春
日
神
民

勧
学
院

御
輿
・
神
木
・
神
鏡
の
動
座

扶
桑
略
記
八
・
ニ
ニ
、
二
六
、
百
錬
抄
八
・
二
六

23

寛
治
八
・
閏
三

一
〇
九
四

大
山

大
衆
三
百
人

院
陣

中
右
記
二
三
・
八

24

蕪
保
二
・
一
〇

～
〇
九
五

延
暦
寺

大
衆

※

中
右
記
｝
○
・
二
三
、
天
台
座
虫
記
｝
○
・
二
四

25

嘉
保
二
・
一
〇

一
〇
九
五

延
暦
寺

叢
叢
・
諸
司
之
下
僧
六
七
人

祇
園
？

武
士
派
透

郎
従
等
が
神
人
を
殺
害
、
残
る
悪
僧
は
逃
走

中
右
記
一
〇
・
二
陰

26

康
和
四
・
五

二
〇
二

延
暦
寺

大
衆
五
六
百
入

右
大
臣
殿
学
園
・
紙
多
林
寺

僧
綱
派
遣

前
日
に
大
衆
使
が
奏
状
、
神
宝
動
座

27

康
和
四
・
八

～
～
〇
二

興
福
寺

衆
徒

※

※
入
洛
風
聞
、
宇
治
橋
破
壊
の
院
宣

中
右
記
八
・
｝
二

28

康
和
四
・
九

＝
〇
二

東
大
寺

大
衆

東
寺

官
使
派
遣

神
輿
動
座

中
右
記
九
・
二
八

29

康
和
五
・
三

一
一
Ω
エ

興
福
寺

大
衆
数
千
人

勧
学
院

検
非
違
使
派
遣

住
京
の
間
に
濫
行

本
朝
世
紀
三
・
二
六

30

康
和
五
・
七

一
一
〇
三

延
暦
寺

大
衆
・
日
吉
神
民
一
両
、
廿
許

院
御
門

二
軸
七
∴
一
〇

31

長
治
元
・
二

一
一
〇
四

石
清
水

大
衆

※

※
風
聞
の
み

中
右
記
二
・
一
五
、
為
房
卿
記
｝
一
・
二
二

32

長
治
元
・
六

一
一
〇
四

気
比
社

神
人

賜
明
門

中
畑
紀
六
・
一
九

33

長
治
二
二

一
一
〇
五

延
暦
寺

衆
徒
・
日
吉
神
民
等

陣
頭

紙
墨
林
等
・
京
極
寺

神
輿
動
座

中
右
記
、
天
台
座
主
記
、
鍛
工
認
正
二

34

長
治
二
・
六

一
　
〇
五

紙
園
社

神
人
二
百
人

陽
明
門

中
門
一
六
・
　
四

35

長
治
二
・
八

一
一
〇
五

延
暦
寺

大
衆
・
神
人
等

陽
明
門

神
輿
動
座

百
錬
抄
八
・
二
九

36

長
治
二
・
八

一
一
〇
五

翻
吉
社

神
人

陣
頭

中
右
記
八
・
三
〇

37

長
治
二
・
｝
○

＝
〇
五

延
暦
寺

大
衆
数
千
人

陽
明
門

舐
園
・
祇
多
林
寺
？

検
非
違
使
・
武
士
の
派
遣

八
幡
宮
神
人
を
切
損
、
神
輿
動
座

中
右
記
一
〇
・
ヨ
○

38

長
治
三
・
二

一
一
〇
六

清
水
寺

衆
徒
数
十
人

「
狼
無
二
」
あ
り

中
右
記
二
・
二
五

39

嘉
承
元
・
九

一
一
〇
六

祇
園
社

神
人

河
原

殿
開
山
・
二
九

40

嘉
承
三
・
三

一
一
〇
八
延
暦
寺
園
城
寺

両
毒
衆
徒

酒
坂
下
？

検
非
違
使
・
武
士
の
派
遣
、
僧
網
の
制
止

甲
冑
弓
筋
、
叫
喚
の
み
、
神
輿
動
座

中
右
記
三
・
一
一
三
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41

嘉
承
三
・
四

＝
○
八

延
暦
寺

神
人
衆
徒
数
千
人

西
坂
下
？

検
非
違
使
・
武
士
等
「
数
万
人
」
の
派
遣

中
右
記
四
・
　

42

天
仁
二
・
六

一
一
〇
九

延
贋
寺

大
衆

忠
実
邸

衝
錬
抄
六
・
八

43

天
永
三
・
三

一
一
一
二

延
暦
寺

衆
徒
数
百
人

※

紙
園
？

座
主
に
よ
る
制
止

中
右
記
、
嘉
暦
三
・
；
…

44

天
永
四
・
閏
三

一
一
＝
鳳

興
福
寺

大
衆
数
千
人

勧
学
院

本
朝
世
紀
閏
三
・
二
〇

45

天
永
四
・
四

一
＝
三
延
暦
寺

山
所
司
神
霊
辮
八
人
・
僧
徒
工
千
余
人

院
陣

祇
園

武
士
派
遣
、
座
主
に
よ
る
制
止

長
秋
記
四
・
一

46

天
永
四
・
四

一
一
｝
三

興
福
寺

衆
徒
・
金
黒
山
吉
野
軍
兵
・
大
和
国
土
民
庄
民
・
携
得
箭
之
輩

京
武
者
・
軍
兵
派
遣
、
長
者
に
よ
る
制
止

京
武
者
と
合
戦
、
入
洛
兵
具
禁
制
宣
旨

永
久
元
年
記
四
・
一
〇
、
｝
四

47

天
永
陽
・
五

＝
＝
二

祇
園
社

所
司
等

殿
下
門
蒲

中
布
記
五
・
三

48

天
永
四
・
五

一
一
＝
二

興
福
寺

大
衆
・
兵
士
・
金
峯
由
法
師
原

勧
学
院
？

官
軍
、
僧
綱
の
制
止

官
軍
と
合
戦

中
右
記
五
・
七

49

永
久
元
・
九

一
一
一
三

延
暦
寺

大
衆
（
無
動
寺
衆
）

※

園
圃

検
非
違
使
派
遣

追
却
、
神
輿
動
座

長
秋
記
九
・
三
〇

50

元
永
元
・
五

＝
一
八

延
暦
寺

大
衆

※

※
下
洛
せ
ず

中
門
記
五
・
一
三

51

保
安
元
・
八

皿
＝
一
〇

興
福
寺

大
衆
・
春
日
神
人

勧
学
院

大
衆
使
（
僧
綱
巴
講
）

中
右
記
八
・
一
三
、
一
六
、
二
一
～
二
三

52

保
安
四
・
七

｝
一
二
三

延
暦
寺

大
衆

西
坂
下
・
紙
園
？

武
士
（
忠
盛
・
為
義
等
）
派
遣

百
錬
山
口
・
」
八
、
天
台
座
主
記
七
二
五

53

保
延
三
・
二

一
＝
二
七

興
福
寺

大
衆
七
千
余
人

勧
学
院

武
士
派
遣

春
日
御
体
動
座

百
錬
抄
二
山
○

54

保
延
三
・
＝

一
…
三
七

伊
勢

神
人
数
十
人

陣

中
右
記
＝
・
二
八

55

保
延
四
・
四

一
＝
二
八

延
暦
寺

大
衆

陣

神
輿
動
座

百
錬
山
繭
・
二
九

56

久
安
王
・
四

～
～
四
七

延
暦
寺

貫
首
以
下
門
徒
僧
綱

※
自
河
北
殿

武
士
派
遣

僧
綱
列
参
　
※
大
衆
は
入
洛
せ
ず

天
台
座
主
記
四
・
七
、
本
朝
世
紀
四
二
三

57

久
安
三
・
六

＝
四
七

延
暦
寺

院

神
輿
動
座

ム
ロ
記
山
ハ
・
二
八
、
　
本
朝
延
幻
㈹
六
・
二
六
、
二
八

58

久
安
四
・
八

一
一
四
八

幣
都

南
京
衆
徒

※

※
上
洛
せ
ず

呵
呵
八
・
二
六
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59

久
安
六
・
八

一
一
五
〇

興
福
寺
衆
徒
数
千
人
・
春
日
神
民
二
百
人

勧
学
院
・
新
院
御
所

頼
方
・
光
保
・
随
兵
の
派
遣

本
朝
世
紀
八
・
四
、
腕
章
八
・
二
～
五

60

仁
平
騰
・
九

＝
五
四

延
暦
寺

薄
樺
・
已
講
・
三
繕

※
鳥
羽
殿

京
極
寺

衆
徒
使
参
上
、
※
衆
徒
は
曝
吉
社
頭
で
蜂
起

兵
範
四
九
・
三
、
七

61

保
一
兀
三
・
六

＝
五
八

延
暦
寺

日
吉
宮
司
　
・

※
座
主
房

座
主
憎
綱
を
登
山
さ
せ
制
止

※
大
衆
は
由
上
で
騒
動

兵
範
記
六
↓
六
～
｝
九

62

永
暦
元
・
九

～
一
六
〇

延
暦
寺

所
司
・
日
吉
社
司
王
四
十
入

院
御
所

山
州
記
聞
・
二
七

63

永
楽
兀
・
一
〇

一
一
六
〇

延
暦
寺

大
衆

院
陣

神
輿
動
座

64

永
贋
兀
・
…
二

＝
六
〇

大
原
野

社
司
神
人
等

院
東
門
外

山
塊
記
一
二
・
七

65

応
保
二
・
＝

一
一
六
二

延
暦
寺

衆
徒

※

※
下
洛
せ
ず
？

百
錬
抄
一
一
・
二
七

66

永
万
元
・
一
〇

＝
六
五

興
編
寺

南
京
衆
徒

神
輿
動
座

百
錬
抄
一
〇
・
二
七

67

仁
安
二
・
六

～
　
六
七

延
暦
寺

所
司
三
総

上
皇
御
所

百
錬
抄
山
ハ
・
…
二
二
、
　
丘
怠
範
記
六
・
二
〇

68

嘉
応
元
二
二

一
　
六
九

延
暦
寺

内
裏

京
極
寺

追
却
、
神
輿
棄
置

兵
範
記
ご
丁
一
七
、
二
三
～
二
四
、
玉
葉
｝
二
・
二
三

69

嘉
応
二
二

一
一
七
〇

延
暦
寺

僧
綱
以
下

※
院

百
錬
抄
正
・
＝
エ
、
二
七

70

嘉
応
二
・
二

二
七
〇

延
暦
寺

衆
徒

※

院
宣
に
よ
り
座
主
僧
継
登
由

※
神
輿
登
山
の
み

天
台
座
主
明
明
・
七
、
一
三

71

承
安
元
・
九

＝
七
一

興
福
寺

南
都
衆
徒

※

長
者
に
よ
る
綱
止

※
上
洛
せ
ず

玉
葉
九
・
二
三

72

承
安
三
・
＝

一
一
七
三

興
福
寺

南
都
衆
徒

※

宇
治

※
上
洛
せ
ず

玉
曲
莱
一
　
一
　
二
二
～
ふ
ハ
、
　
鰐
口
錬
抄
一
一
・
三
一
一
一

73

安
元
三
・
三

＝
七
七

延
暦
寺

大
衆

陣
頭

紙
多
林
寺

武
士
派
遣

神
輿
に
流
矢
が
あ
た
り
、
振
棄
て

玉
葉
コ
…
・
二
一
～
二
二
、
圏
・
＝
二
～
一
山
ハ
、
百
錬
抄
三
。
二
一
、
四
・
＝
二

穫

安
元
三
・
五

一
…
七
七

延
暦
寺

僧
綱
十
｝
人

※
院

京
極
寺
？

玉
葉
五
・
一
圏
、
一
六

75

治
承
二
・
二

＝
七
八

延
謄
寺

大
衆

※

※
下
洛
せ
ず
？

百
錬
抄
二
よ

・
［
場
所
］
は
大
衆
が
提
訴
し
た
場
所
を
、
［
集
会
鰯
は
そ
れ
以
外
で
集
会
が
確
認
で
き
る
場
合
に
の
み
こ
れ
を
示
し
、
未
遂
事
件
は
※
マ
ー
ク
で
表
し
た
。
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強　訴　考（衣用）

訴
〔
蜘
5
0
〕
の
場
合
、
朝
廷
は
武
士
・
検
非
違
使
・
下
人
等
を
河
原
に
派
遣
す
る
と
い
う
対
応
を
と
っ
た
が
、
白
河
院
は
同
時
に
大
衆
へ
の
射

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

撃
の
禁
止
と
、
制
止
に
従
わ
な
い
「
乱
入
輩
」
の
捕
捉
の
指
示
を
出
し
た
と
い
う
。
千
人
を
超
え
る
北
面
・
郎
等
を
派
遣
し
な
が
ら
、
乱
入
者

の
み
の
逮
捕
を
命
じ
た
院
の
姿
勢
の
底
流
に
は
、
大
衆
へ
の
直
接
攻
撃
抑
止
と
い
う
原
則
認
識
が
存
在
す
る
。
ま
た
こ
の
防
御
態
勢
を
察
知
し

た
大
衆
が
結
局
下
京
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
戦
闘
は
回
避
さ
れ
て
い
る
。

　
勿
論
、
両
者
の
衝
突
は
皆
無
で
は
な
く
、
何
度
か
合
戦
に
発
展
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
予
期
せ
ぬ
官
軍
の
攻
撃
に
対
す
る
反
撃
で
あ
る

こ
と
が
多
く
、
寺
院
側
の
先
制
は
な
か
っ
た
し
、
戦
闘
に
入
っ
て
も
積
極
的
な
攻
撃
姿
勢
は
一
般
に
み
ら
れ
な
い
。
天
永
四
年
（
一
＝
三
）

閏
三
月
の
清
水
寺
別
当
補
任
問
題
で
は
、
延
暦
寺
出
家
の
円
坐
補
任
に
対
し
不
満
を
訴
え
た
興
福
寺
大
衆
と
、
彼
ら
の
入
洛
阻
止
を
目
論
む
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

暦
寺
大
衆
が
、
同
時
に
入
洛
を
企
て
る
と
い
う
未
曾
有
の
事
態
と
な
っ
た
〔
晦
4
4
～
4
8
〕
。
こ
の
騒
動
の
中
で
五
月
に
起
こ
っ
た
興
福
寺
と
官
軍

の
衝
突
で
は
、
両
軍
の
間
に
走
り
出
た
鹿
を
官
軍
側
が
射
よ
う
と
し
た
こ
と
が
戦
闘
の
発
端
に
な
っ
た
と
い
う
。
但
し
そ
こ
で
実
際
に
交
戦
し

た
の
は
、
興
福
寺
大
衆
が
退
却
時
に
流
矢
を
警
戒
し
て
後
方
に
残
し
た
兵
士
・
金
縛
山
法
師
原
で
あ
り
、
結
果
的
に
官
軍
と
の
合
戦
と
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

こ
と
に
つ
い
て
、
別
当
僧
正
覚
信
は
そ
れ
が
本
意
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
ま
た
同
年
四
月
、
延
暦
寺
僧
徒
下
洛
の
警
固
に
当
た
っ
て
い
た

出
羽
守
源
光
国
・
丹
後
守
平
正
盛
ら
が
、
院
御
所
門
辺
に
接
近
し
た
大
衆
に
向
か
っ
て
進
み
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
大
衆
は
万
里
小
路
方
面
へ
後
退

し
、
そ
の
後
左
衛
門
尉
源
為
義
が
守
護
す
る
門
を
帯
剣
の
「
悪
徒
数
人
」
が
突
破
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
結
局
身
命
に
堪
え
ず
逐
電
し
て
い
る

　
　
⑲

〔
晦
4
5
〕
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
は
、
寺
院
側
の
攻
撃
へ
の
消
極
性
、
戦
闘
回
避
へ
の
志
向
性
、
合
戦
の
突
発
性
が
指
摘
で
き
る
し
、
実
際
の
交
戦
も
寺

院
の
政
治
的
意
思
形
成
の
中
核
か
ら
は
遠
く
、
武
力
編
成
の
周
縁
部
を
構
成
す
る
者
に
よ
る
不
本
意
な
逸
脱
行
動
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
窺
え
る
。
鎌
倉
初
期
に
作
成
さ
れ
た
興
福
寺
申
状
で
は
、
内
乱
後
の
「
天
下
静
誼
」
の
時
代
、
入
洛
す
る
僧
徒
は
自
重
し
兵
具
を
持
た
な
い

こ
と
が
衆
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
。
強
訴
に
お
け
る
武
力
的
性
格
の
縮
小
・
否
定
は
、
衆
議
の
場
で
も
確
認
さ
れ
た
方
向
性
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
方
向
性
は
朝
廷
の
政
治
方
針
と
も
照
応
す
る
。
嘉
応
元
年
（
＝
六
九
）
十
二
月
の
山
門
強
訴
〔
勤
6
8
〕
は
、
尾
張
目
代
藤
原
政
友
が
中
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堂
御
蚕
寄
人
で
あ
る
山
門
領
美
濃
国
平
野
庄
住
人
を
凌
閉
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
山
門
大
衆
が
政
友
と
知
行
国
主
藤
原
成
親
の
流
罪
を
訴
え
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

輿
を
伴
っ
て
入
洛
、
大
内
裏
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
大
衆
の
参
内
自
体
に
問
題
が
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
制
止
命
令
に
従
わ
ず
建
礼
門
に
ま
で

迫
り
、
神
輿
を
伴
っ
て
門
中
に
入
ろ
う
と
試
み
た
。
こ
う
し
た
中
、
後
白
河
院
の
仰
せ
に
よ
り
、
公
卿
議
定
が
開
か
れ
た
。

　
　
被
レ
野
猿
、
前
大
納
言
重
盛
卿
以
下
三
入
〈
件
卿
二
百
騎
、
宰
相
中
将
宗
盛
百
三
十
騎
、
前
大
弐
頼
盛
卿
百
五
十
騎
〉
率
ご
参
五
百
騎
↓
追
二
却
衆
徒
一
之
間
、

　
　
決
定
可
レ
及
二
大
事
㊨
尤
可
レ
有
二
用
意
刈
内
大
臣
被
二
雨
樋
…
云
、
献
二
武
士
一
被
二
物
却
↓
神
輿
以
下
散
々
開
成
欺
。
加
レ
之
已
臨
二
夜
陰
↓
不
レ
可
レ
遣
二
武
士
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
鰍
。
議
定
大
略
～
同
不
レ
異
、
伍
被
レ
止
二
武
士
一
畢
。

こ
の
議
定
を
規
定
し
た
公
卿
の
憂
慮
と
は
、
騎
兵
派
遣
に
よ
る
追
却
で
想
定
さ
れ
る
「
大
事
」
（
巨
神
爽
の
破
壊
）
と
い
う
宗
教
的
影
響
へ
の
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

惧
で
あ
っ
て
、
大
衆
の
武
力
自
体
へ
の
懸
念
で
は
な
い
。

　
強
訴
に
お
け
る
大
衆
の
行
動
は
、
本
来
自
発
的
に
戦
闘
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
「
叫
喚
之
声
已
満
二
遠
近
一
」
「
無
識
叫
喚

　
　
　
　
㊧

之
声
動
レ
天
」
と
表
現
さ
れ
た
よ
う
な
音
声
や
、
神
輿
な
ど
の
視
覚
・
聴
覚
的
効
果
に
よ
っ
て
威
力
を
増
し
、
武
力
に
は
依
存
せ
ず
に
訴
訟
を

遂
行
し
て
い
た
。
例
え
ば
一
旦
裁
許
さ
れ
た
尊
勝
寺
灌
頂
阿
品
梨
問
題
〔
恥
4
0
・
4
1
〕
に
つ
い
て
、
「
僻
事
風
聞
」
に
よ
り
紙
園
に
下
っ
た
山
門

大
衆
数
百
人
に
対
し
、
武
士
・
検
非
違
使
が
派
遣
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
座
主
を
召
し
て
対
応
さ
せ
る
こ
と
で
帰
山
へ
の
合
意
を
獲
得
し
た
よ

う
に
〔
恥
4
3
〕
、
強
訴
対
策
が
武
力
配
置
に
一
元
化
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
武
力
に
訴
え
な
い
集
団
に
対
し
、
暴
力
装
置
は
過
剰
で
こ
そ

あ
れ
最
適
な
対
応
策
で
は
な
か
っ
た
。
天
永
の
事
件
で
武
士
の
防
御
に
加
え
て
座
主
三
盛
に
制
止
命
令
が
出
さ
れ
た
の
は
、
武
士
派
遣
で
は
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
し
き
れ
な
い
制
止
機
能
が
座
主
・
僧
綱
に
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
対
抗
暴
力
と
し
て
の
武
士
派
遣
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
綱
止

機
能
の
存
在
は
、
強
訴
の
暴
力
性
が
抑
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
僧
綱
に
よ
る
非
暴
力
的
制
止
障
政
治
的
交
渉
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
朝
廷
側
が

認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
双
方
が
暴
力
性
を
制
御
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
強
訴
は
単
な
る
軍
事
問
題
で
は
な
く
政
治
問
題
と
し

て
「
国
家
大
事
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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強訴考（衣州）

第
二
節
強
訴
の
柔
軟
性

　
寛
治
六
年
（
一
〇
九
工
）
九
月
の
山
門
強
訴
〔
恥
2
0
・
2
1
〕
は
、
加
賀
守
藤
原
為
房
・
宮
内
少
輔
高
階
仲
実
の
下
人
に
よ
る
日
吉
神
人
殺
害
が

原
因
で
あ
っ
た
。
こ
の
強
訴
の
経
過
を
辿
る
こ
と
で
、
強
訴
と
い
う
一
連
の
行
為
の
中
に
看
取
さ
れ
る
対
応
の
柔
軟
性
を
明
確
に
し
、
そ
の
意

味
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
九
月
十
八
日
、
日
吉
神
人
三
十
余
人
が
関
白
藤
原
豊
実
の
居
所
高
階
院
の
北
門
に
参
集
し
、
神
人
殺
害
事
件
の
子
細
を
訴
え
た
。
と
こ
ろ
が

内
大
臣
藤
原
師
通
は
、
こ
れ
よ
り
先
の
十
一
日
段
階
で
山
上
大
衆
の
騒
動
に
つ
い
て
日
記
に
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
直
接
の
被
害
者
で
あ
る

神
人
の
訴
え
は
、
最
初
山
門
大
衆
へ
十
一
日
以
前
に
持
ち
込
ま
れ
、
大
衆
は
騒
動
し
た
。
し
か
し
十
八
日
に
実
際
に
下
山
し
、
関
白
御
所
に
参

集
し
た
の
は
神
人
の
み
で
あ
り
、
大
衆
騒
動
の
風
聞
だ
け
が
十
一
日
段
階
で
山
を
降
り
た
こ
と
に
な
る
。
京
中
に
ま
で
伝
わ
っ
た
山
上
騒
動
の

様
相
は
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
感
情
的
な
暴
走
か
ら
暴
力
的
な
荒
々
し
さ
が
発
露
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
一
旦
神
人
の
み
に
入
洛
さ
せ
る

と
い
う
判
断
を
可
能
に
す
る
冷
静
さ
が
支
配
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
為
に
対
す
る
朝
廷
側
の
姿
勢
は
、
対
決
以
葡
の
大
衆
参
向

を
不
当
と
す
る
原
則
に
従
っ
て
神
人
等
に
本
所
へ
の
帰
還
を
命
じ
る
と
い
う
も
の
で
、
神
人
も
こ
れ
に
従
っ
て
退
去
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
二
十
日
に
な
っ
て
再
び
神
人
が
高
陽
院
に
群
参
し
、
三
箇
日
の
内
に
裁
許
が
無
け
れ
ば
大
衆
が
「
仁
君
」
す
る
と
迫
っ
た
。
こ

の
た
め
十
八
日
以
降
、
大
衆
の
下
洛
が
頻
り
に
隙
さ
れ
る
と
い
う
状
況
で
、
武
士
が
宮
門
を
固
め
、
京
中
は
恐
怖
に
包
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
中
、
二
十
日
の
訴
え
に
よ
っ
て
一
旦
は
下
司
等
の
断
罪
が
決
定
し
た
が
、
未
だ
不
満
を
持
つ
大
衆
が
二
十
二
日
の
暁
に
下
京
す
る
と

の
風
聞
が
再
度
立
っ
た
。
そ
こ
で
中
宮
・
北
政
所
を
大
内
に
移
動
さ
せ
た
上
で
、
裁
許
及
び
入
洛
停
止
を
命
ず
る
宣
旨
が
下
さ
れ
、
大
衆
の
側

で
も
「
暫
止
二
下
京
之
議
一
」
と
い
う
結
果
に
落
ち
着
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
現
象
面
か
ら
見
れ
ば
、
三
十
中
程
の
神
人
の
入
洛
に
過
ぎ
な
い
こ
の
強
訴
で
も
、
師
通
や
宗
忠
が
「
京
中
頻
三
思
」
「
世
間
騒
動
不
レ
静
」
と

い
う
雰
囲
気
を
実
感
し
た
よ
う
に
、
貴
族
社
会
に
と
っ
て
大
衆
、
殊
に
山
門
大
衆
の
強
訴
は
、
山
上
騒
動
の
段
階
で
も
充
分
に
恐
怖
の
要
因
と
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⑳

な
り
得
た
。
ま
た
、
こ
の
騒
動
の
た
め
に
日
常
的
な
読
経
・
念
論
を
せ
ず
、
僧
に
代
行
さ
せ
た
と
い
う
記
事
も
あ
る
。
実
際
の
入
洛
が
な
い
場

合
で
も
、
強
訴
は
世
俗
社
会
の
日
常
生
活
を
崩
し
て
し
ま
う
〈
力
〉
を
持
っ
て
い
た
。

　
具
体
的
行
為
と
し
て
の
入
洛
以
前
に
効
力
を
発
揮
し
得
る
こ
の
〈
力
〉
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い

の
は
、
大
衆
が
下
洛
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
二
十
二
日
の
朝
廷
の
対
応
（
申
宮
等
の
移
動
と
裁
許
宣
旨
）
に
対
す
る
大
衆
の
「
下
京

之
議
」
撤
回
は
、
入
洛
ま
で
の
政
治
折
衝
の
存
在
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
段
階
で
入
洛
強
訴
の
決
定
を
覆
せ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

別
の
事
例
で
も
、
康
和
六
年
（
＝
〇
四
）
二
月
に
石
清
水
八
幡
大
衆
が
人
事
問
題
で
強
訴
〔
恥
3
1
〕
を
企
て
た
こ
と
は
、
十
五
日
段
階
で
人
口

に
の
ぼ
っ
た
「
明
日
昇
二
神
輿
暫
レ
参
二
専
門
脚
」
と
の
風
聞
か
ら
わ
か
る
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
の
大
衆
参
洛
は
、
結
局
二
十
二
日
ま
で
に
別
当

光
清
に
よ
っ
て
鎮
め
ら
れ
て
い
る
。
十
五
日
の
神
輿
動
座
・
入
洛
の
風
聞
は
「
明
日
」
と
い
う
具
体
的
な
予
告
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
実
行
が

決
定
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
都
は
あ
る
種
の
切
追
し
た
雰
囲
気
に
包
ま
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
大
衆
内
部
の
議
定
で
は
、
既

に
決
定
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
入
洛
が
中
止
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
強
訴
が
大
衆
の
中
か
ら
沸
き
上
が
る
抑
制

不
可
能
な
暴
発
的
行
為
な
の
で
は
な
く
、
政
治
状
況
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
変
化
し
得
る
極
め
て
柔
軟
な
訴
訟
行
為
で
あ
っ
た
と
の
評
価
が
可
能

と
な
る
。

　
大
衆
が
入
洛
し
な
か
っ
た
事
例
を
も
う
～
つ
挙
げ
よ
う
。
安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
、
加
賀
守
藤
原
師
高
の
実
弟
で
あ
る
目
代
師
経
が
白
山
中

宮
末
寺
涌
泉
寺
を
焼
き
払
っ
た
事
件
を
発
端
と
す
る
強
訴
〔
酌
7
3
〕
で
は
、
一
旦
入
洛
し
た
神
輿
に
流
矢
が
命
中
し
、
大
衆
が
神
輿
を
棄
て
て

退
散
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
師
高
は
配
流
、
神
輿
を
射
た
下
手
人
も
禁
獄
と
な
る
。
し
か
し
、
五
月
に
は
前
座
主
明
雲
の
罪
名
勘
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
命
ず
る
宣
旨
が
出
さ
れ
、
彼
の
所
領
は
没
官
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
山
上
大
衆
は
「
蜂
起
熾
盛
」
、
「
下
京
事
」
に
つ
い
て
再
び
合
議
を
始

め
た
が
、
結
局
大
衆
は
下
京
せ
ず
、
僧
綱
十
一
人
が
「
衆
徒
使
」
と
し
て
参
院
し
た
〔
q
4
N
7
〕
。
こ
こ
で
は
大
衆
蜂
起
の
「
熾
盛
」
な
様
が
直

接
下
京
に
帰
結
せ
ず
、
大
衆
に
よ
る
下
山
か
、
あ
る
い
は
僧
綱
派
遣
か
を
合
議
決
定
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
山
門
大
衆
の
場
合
、
下
山
し
た
後
一
旦
祇
園
や
舐
多
林
寺
・
京
極
寺
な
ど
に
入
っ
て
拠
点
と
し
た
こ
と
が
、
表
の
［
集
会
］
項
目
か
ら
窺
え
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弓垂ミ言斥考（1《J目）

る
。
康
和
四
年
（
＝
〇
二
）
五
月
七
日
に
「
大
衆
使
」
に
よ
っ
て
右
大
臣
藤
原
忠
実
の
許
に
も
た
ら
さ
れ
た
奏
状
に
つ
い
て
、
翌
日
愈
議
が

行
わ
れ
、
そ
の
場
で
の
決
定
を
祇
園
で
待
機
す
る
大
衆
に
伝
え
る
た
め
に
僧
綱
が
派
遣
さ
れ
た
よ
う
に
〔
晦
2
6
〕
、
そ
こ
が
最
前
線
で
の
合

議
・
折
衝
の
場
と
な
っ
て
い
た
。
強
訴
遂
行
の
最
中
で
も
こ
う
し
た
拠
点
寺
院
な
ど
で
行
わ
れ
る
大
衆
の
合
議
は
、
先
ず
第
～
段
階
と
し
て
奏

状
や
使
者
派
遣
に
よ
る
提
訴
を
選
択
し
、
そ
れ
が
受
容
さ
れ
な
い
場
合
に
集
団
の
入
洛
を
含
む
他
の
手
段
を
採
択
す
る
。
よ
っ
て
集
団
的
な
武

力
発
動
と
い
う
強
訴
理
解
は
、
大
衆
訴
訟
の
一
つ
の
発
現
形
態
し
か
射
程
に
入
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
妥
当
性
を
欠
く
。
大
衆
に
よ
っ
て

可
逆
的
に
制
御
さ
れ
、
暴
力
性
を
抑
制
さ
れ
た
強
訴
は
、
政
治
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
訴
訟
行
為
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

①
こ
の
動
向
の
前
提
に
は
、
院
政
研
究
の
進
展
と
黒
帯
俊
雄
氏
に
よ
る
顕
密
体
制

　
論
・
寺
社
勢
力
論
の
提
唱
が
あ
る
。
院
政
の
研
究
史
は
美
川
圭
噸
院
政
の
研
究
』

　
（
臨
川
書
店
、
｝
九
九
六
年
）
序
章
、
黒
田
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
「
中
世
に
お

　
け
る
顕
密
体
制
の
展
開
」
（
『
黒
田
俊
雄
著
作
田
田
第
二
巻
、
法
蔵
館
、
｝
九
九
四

　
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）
、
「
中
世
寺
社
勢
力
論
」
（
は
じ
め
に
註
⑤
）
、
『
寺
社
勢

　
力
㎞
（
岩
波
新
書
、
一
九
八
○
年
）
。

②
元
木
泰
雄
「
院
政
期
興
福
寺
考
」
（
魍
院
政
期
政
治
史
研
究
臨
思
立
閣
出
版
、
一

　
九
九
六
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）
。

③
美
川
圭
「
寺
社
闘
題
か
ら
見
る
院
政
の
成
立
扁
（
前
掲
書
註
①
、
初
出
一
九
九

　
四
年
）
。
美
川
氏
は
、
こ
れ
よ
り
先
に
も
強
訴
を
素
材
に
そ
れ
へ
の
対
応
を
決
定

　
す
る
議
定
の
場
の
問
題
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
同
門
公
卿
議
定
騨
か
ら
見
る
院
政

　
の
成
立
扁
（
前
掲
書
註
①
、
初
出
一
九
八
六
年
）
。

④
こ
の
他
に
も
、
坂
本
賞
王
氏
は
、
寺
社
強
訴
へ
の
対
応
の
必
要
盤
か
ら
院
政
と

　
い
う
政
治
形
態
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
さ
れ
（
『
藤
原
頼
通
の
時
代
一
摂

　
関
政
治
か
ら
院
政
へ
i
』
平
凡
社
、
｝
九
九
一
年
、
二
圏
三
頁
）
、
ま
た
安
原

　
功
氏
は
、
寺
社
強
訴
・
抗
争
が
緊
急
対
処
を
．
要
す
る
国
家
的
危
機
1
1
「
国
家
大

　
事
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
れ
へ
の
対
応
策
を
協
議
す
る
議
定
の
場
を
分

　
析
さ
れ
た
（
「
中
世
王
権
の
成
立
1
「
国
家
大
事
」
と
公
卿
議
定
一
」
『
年
報

　
中
世
史
研
究
隔
　
一
八
、
一
九
九
三
年
）
。

⑤
笠
松
宏
至
「
中
世
の
政
治
社
会
思
想
」
（
『
日
本
中
世
法
史
論
臨
東
京
大
学
鵡
版

　
△
抵
、
　
～
九
七
九
年
、
　
初
山
山
～
九
七
∴
ハ
年
）
　
一
七
二
百
ハ
。

⑥
勝
俣
鎮
夫
ヨ
揆
㎏
（
岩
波
新
書
、
一
九
八
二
年
）
四
～
～
五
〇
頁
。

⑦
新
井
孝
重
「
悪
僧
武
力
と
大
衆
蜂
起
」
（
闘
中
世
悪
党
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
九
〇
年
）
。

⑧
入
問
田
宣
夫
「
逃
散
の
作
法
」
（
『
百
姓
申
状
と
起
請
文
の
世
界
－
中
世
民
衆

　
の
自
立
と
連
帯
！
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
、
初
出
㎝
九
八
○
年
）

　
は
、
寺
僧
集
団
内
部
で
成
立
し
た
【
味
神
水
・
逃
散
と
い
う
行
動
様
式
が
、
在
地

　
領
主
や
農
民
へ
波
及
し
た
と
す
る
。
ま
た
峰
岸
純
夫
「
中
世
社
会
と
｝
揆
」
（
筆

　
揆
隔
1
一
揆
史
入
門
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
　
年
）
は
、
寺
社
勢
力
の
一

　
味
同
心
が
寺
社
領
荘
園
を
通
じ
て
在
地
社
会
に
浸
透
し
、
そ
こ
で
の
一
揆
成
立
を

　
促
し
た
と
し
て
、
寺
社
勢
力
を
一
揆
の
「
胎
盤
」
と
評
価
し
た
。

⑨
元
木
泰
雄
噸
武
士
の
成
立
臨
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
一
蹴
ニ
頁
。

⑩
身
体
や
道
具
に
よ
る
直
接
攻
撃
、
不
可
視
の
方
法
に
よ
る
間
接
攻
撃
な
ど
の
多

　
様
な
発
現
形
態
を
持
っ
た
、
他
者
ヘ
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
ん
と
す
る
志
向
を
「
暴
力
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性
」
と
し
、
そ
の
発
動
を
門
暴
力
扁
、
特
に
物
理
的
手
段
に
よ
る
も
の
を
門
武

　
力
」
と
ひ
と
ま
ず
呼
ん
で
お
き
た
い
。
中
西
信
男
・
阿
等
量
・
今
村
仁
司
「
暴

　
力
」
（
『
大
百
科
事
典
』
第
～
三
巻
、
平
凡
社
、
～
九
八
五
年
）
を
参
照
し
た
。

⑪
そ
の
最
も
早
い
例
は
、
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
正
月
に
別
当
仁
川
の
「
不
治
」

　
を
訴
え
て
「
東
大
寺
法
師
」
五
六
十
人
が
入
京
し
た
事
件
〔
酌
1
〕
、
あ
る
い
は

　
康
保
五
年
（
九
六
八
）
、
東
大
寺
と
興
福
寺
の
間
で
「
論
田
一
段
余
事
」
（
『
目
本

　
紀
略
軌
）
を
め
ぐ
っ
て
起
き
た
争
い
に
よ
り
、
「
南
都
衆
徒
」
が
八
省
院
に
参
築
し

　
た
事
件
（
竺
代
要
記
恥
）
で
あ
ろ
う
〔
晦
2
〕
。
以
下
、
強
訴
纂
例
の
典
拠
と
な

　
る
史
料
に
つ
い
て
は
表
乾
の
［
典
拠
］
に
示
し
た
の
で
、
原
則
と
し
て
表
番
号
の

　
み
を
記
す
こ
と
に
し
た
い
。
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
勝
野
隆
信
糊
僧
丘
畠

　
（
至
文
堂
、
｝
九
五
五
年
）
、
元
木
泰
雄
「
院
政
期
興
福
寺
考
」
（
前
掲
註
②
）
の

　
付
表
を
参
考
に
し
た
。

⑫
例
え
ば
天
台
座
主
慶
円
と
左
府
藤
原
道
長
の
不
湘
に
よ
り
、
「
門
徒
解
文
」
が

　
奏
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
例
は
、
寺
院
と
政
治
勢
力
と
の
関
係
が
．
頂
点
的
入
物
の

　
飼
人
的
関
係
に
左
右
さ
れ
か
ね
な
い
当
該
期
の
政
治
構
造
の
一
端
を
表
現
し
て
い

　
る
（
『
小
右
”
記
睡
長
和
四
年
八
月
二
十
二
日
条
）
。
ま
た
十
世
紀
中
葉
の
大
衆
の
覚

　
醒
は
、
こ
の
時
期
に
史
料
上
に
登
場
し
始
め
る
寺
院
間
闘
争
の
背
鍛
に
あ
る
自
己

　
意
識
と
通
翻
す
る
も
の
で
あ
る
。
衣
川
仁
「
中
世
語
期
の
権
門
寺
院
と
武
力
」

　
（
は
じ
め
に
註
⑥
）
参
照
。

⑬
大
屋
徳
操
「
僧
兵
論
」
（
『
日
本
仏
教
史
の
研
究
島
二
、
法
蔵
館
、
｝
九
二
九

　
年
）
は
、
「
非
理
な
る
理
窟
を
以
て
、
朝
廷
に
訴
訟
を
起
す
。
而
し
て
、
其
の
聴

　
か
れ
ざ
る
に
及
ん
で
は
、
兵
力
に
訴
へ
て
、
目
的
の
貫
徹
を
期
す
る
。
之
れ
を
称

　
し
て
、
強
訴
又
は
吸
出
と
い
ふ
」
（
五
　
　
頁
）
、
「
強
訴
と
い
ふ
の
は
、
い
ふ
迄

　
も
な
く
、
僧
丘
ハ
を
動
員
し
、
武
力
を
以
て
、
主
張
を
貫
く
の
で
あ
る
㎏
（
五
四
九

　
頁
）
と
し
て
い
る
。

⑭
庄
司
浩
氏
は
、
院
政
期
入
洛
強
訴
へ
の
武
士
側
の
対
応
が
軍
事
的
と
い
う
よ
り

　
治
安
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
「
僧
兵
強
訴
と

　
検
非
違
使
一
防
禦
組
織
の
性
格
1
」
隅
軍
事
史
学
』
二
四
－
凶
、
一
九
八
九

　
年
）
。

⑮
衣
川
仁
「
中
世
前
期
の
権
門
寺
院
と
武
力
駄
（
は
じ
め
に
註
⑥
）
。
但
し
こ
の
事

　
例
は
、
貌
政
期
強
訴
の
よ
う
な
統
制
が
貫
徹
し
て
い
な
い
段
階
の
も
の
と
考
え
た

　
い
。

⑯
『
中
右
記
撫
元
永
元
年
五
月
二
十
二
日
条
。
元
木
泰
雄
㎎
武
士
の
成
立
輪
（
前
掲

　
註
⑨
）
～
二
三
頁
で
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑰
噸
校
訂
増
補
天
台
座
主
記
隔
〈
肛
門
〉
天
永
四
年
四
月
二
十
九
臼
条
。

⑱
機
中
右
記
隔
天
永
四
年
五
月
七
日
条
。

⑲
明
長
秋
記
隔
天
永
四
年
四
月
一
日
条
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
戸
田
芳
実

　
糊
中
右
記
－
躍
動
す
る
院
政
時
代
の
群
像
撫
（
そ
し
え
て
、
一
九
七
九
年
）
一
一
三

　
二
頁
で
既
に
雷
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
武
士
の
強
鋼
排
除
が
「
強

　
訴
を
い
っ
そ
う
熾
烈
に
す
る
だ
け
し
で
あ
り
、
や
む
な
く
武
士
測
が
抑
制
的
に
行

　
鎖
し
た
点
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
大
衆
側
の
行
動
要
因
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

⑳
建
久
九
年
十
一
月
一
日
興
福
寺
申
状
（
興
福
寺
牒
状
、
㎎
鎌
倉
遺
文
』
第
二
巻

　
～
○
〇
九
号
）
。

⑳
隅
兵
範
記
田
嘉
応
元
年
十
二
月
二
十
三
日
条
に
「
衆
徒
参
内
磁
石
レ
便
、
奉
レ
驚
二

　
幼
主
一
極
無
レ
磁
、
早
分
散
畢
、
座
主
以
下
憎
綱
可
二
参
院
」
と
あ
る
よ
う
に
、
座

　
主
僧
綱
に
よ
る
参
院
訴
訟
の
妥
当
性
・
衆
徒
参
内
の
不
当
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。

⑫
『
兵
船
記
』
慕
応
元
年
十
二
月
二
十
三
日
条
。

⑱
　
こ
れ
は
「
信
仰
の
力
」
説
を
裏
付
け
る
徴
証
と
な
る
が
、
武
士
派
遣
自
体
へ
の

　
懸
念
は
、
元
木
泰
雄
氏
が
指
摘
さ
れ
た
京
物
聖
域
の
破
壊
へ
の
患
避
観
念
と
い
う

　
王
権
へ
の
影
響
か
ら
も
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
元
木
泰
雄
「
京
の
変
容

　
一
聖
域
と
暴
力
！
」
（
魍
古
代
文
化
篇
四
五
…
九
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

⑳
　
『
中
右
記
』
長
治
二
年
正
月
～
日
条
、
『
長
秋
記
臨
天
永
四
年
四
月
～
日
条
。
網
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野
善
彦
「
高
声
と
微
音
」
（
『
こ
と
ば
の
文
化
史
臨
中
世
1
、
平
凡
社
、
一
九
八
八

　
年
）
は
、
こ
う
し
た
強
訴
時
の
大
声
騰
「
高
声
」
が
、
聖
俗
を
結
ぶ
境
界
的
な
機

　
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑮
　
『
中
右
記
輪
天
永
四
年
四
月
一
日
条
。
ま
た
、
保
元
三
年
（
＝
五
八
）
六
月

　
に
大
夫
尉
大
江
信
忠
郎
従
と
中
堂
衆
と
の
相
論
か
ら
蜂
起
し
た
際
、
門
座
主
以
下

　
門
徒
僧
網
已
講
」
に
対
し
「
不
レ
可
レ
令
二
蜂
起
｝
」
と
命
じ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
大

　
衆
使
が
座
主
最
雲
房
に
奏
状
を
持
参
し
、
僧
網
等
が
登
山
し
て
大
衆
に
勅
定
を
示

　
　
　
　
　
　
　
第
二
章
　
期
待
さ
れ
る
大
衆

　
す
な
ど
、
両
者
の
交
渉
が
進
行
す
る
〔
0
1
N
ハ
Q
〕
。
僧
綱
・
悪
罵
を
介
し
て
大
衆
を

　
抑
え
る
施
策
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
　
隅
巾
・
右
一
記
撫
｛
克
治
六
年
九
日
〃
二
十
日
条
、
　
『
後
…
一
条
師
通
一
記
撫
寛
治
六
年
九
月
二

　
十
五
日
条
。

⑳
　
　
噸
後
一
…
条
蜥
岬
通
”
記
漏
蜜
黙
諾
轟
ハ
年
九
月
二
L
T
二
口
口
粂
。

⑳
　
『
百
錬
抄
匝
安
元
三
年
五
月
十
　
日
晒
。

　
顕
密
主
義
を
基
調
と
す
る
中
世
の
宗
教
秩
序
に
寺
院
勢
力
を
如
何
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
は
、
中
世
宗
教
史
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ

る
が
、
そ
の
場
合
に
重
要
な
の
は
、
前
章
で
提
示
し
た
よ
う
な
強
訴
の
制
御
主
体
と
し
て
立
ち
現
れ
る
大
衆
の
歴
史
的
機
能
へ
の
視
点
で
あ
る
。

な
ぜ
大
衆
は
強
訴
を
制
御
し
つ
つ
遂
行
し
た
の
か
。
本
章
で
は
こ
の
間
題
に
つ
い
て
、
大
衆
と
国
家
・
社
会
と
の
関
係
か
ら
考
え
る
。

第
一
節
　
「
衆
威
」
の
再
設
定

強　訴　考（衣川）

　
本
節
で
は
、
強
訴
の
正
当
性
を
保
証
し
た
と
さ
れ
る
大
衆
自
身
の
正
当
性
の
前
提
と
し
て
、
社
会
的
機
能
の
側
面
か
ら
大
衆
の
位
置
づ
け
を

試
み
る
。
そ
の
た
め
に
は
在
地
社
会
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
強
訴
を
農
民
闘
争
の
文
脈
で
把

握
す
る
理
解
が
あ
る
。
竹
内
理
三
氏
は
、
受
領
に
阻
止
さ
れ
た
百
姓
愁
訴
が
「
別
の
突
破
口
を
見
い
だ
し
、
院
政
期
を
特
徴
づ
け
た
の
で
あ
る
。

「
悪
僧
の
強
訴
」
で
あ
る
」
と
述
べ
、
寺
社
勢
力
対
策
が
院
政
期
の
重
要
な
政
治
課
題
と
な
っ
た
の
は
、
〈
僧
兵
〉
の
闘
争
や
強
訴
を
展
開
す

る
院
政
期
寺
院
が
神
人
・
寄
人
化
し
た
農
艮
層
の
結
集
拠
点
と
な
り
、
彼
ら
の
政
治
的
要
求
が
「
別
の
突
破
口
」
と
し
て
の
寺
院
を
通
じ
て
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

現
化
し
た
た
め
だ
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
神
人
・
寄
人
化
し
た
農
民
層
に
よ
る
闘
争
が
、
寺
社
勢
力
の
根
底
に
規
定
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ

の
よ
う
な
視
角
で
は
、
強
訴
の
特
質
は
そ
の
要
因
と
な
る
寺
領
荘
園
と
国
衙
の
対
立
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
下
か
ら
沸
き
上
が
る
暴
力
圧
の
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中
で
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
で
場
合
に
よ
っ
て
は
変
更
可
能
な
も
の
と
し
て
、
大
衆
の
主
体
的
な
制
御
下
で
他
の
選
択
肢

を
保
留
し
な
が
ら
展
開
す
る
政
治
的
行
為
と
い
う
強
訴
の
性
格
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
神
人
に
よ
る
訴
訟
・
強
訴
は
、
表
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
、
単
独
の
も
の
と
し
て
散
見
す
る
。
と
こ
ろ

が
十
一
世
紀
末
か
ら
は
、
伊
勢
や
石
清
水
と
い
っ
た
有
力
神
社
単
独
の
強
訴
が
見
ら
れ
る
㏄
方
で
、
寺
院
訴
訟
と
の
結
合
が
顕
著
に
な
る
。
こ

の
事
態
は
、
本
末
関
係
及
び
神
人
・
寄
人
化
の
進
行
に
よ
る
「
別
の
突
破
口
」
1
1
中
世
寺
院
と
の
共
同
訴
訟
の
選
択
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
強
訴

の
自
制
的
性
格
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
評
価
の
上
で
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
十
月
の
比
叡
山
適
合
戦
時
の
悪
僧
追
捕
論
旨
が
、
近
年
の
神
人
・
大
衆
の
濫
悪
を
制
止
す
る
「
善
政
」
と
評
価
さ

れ
た
よ
う
に
、
保
元
新
制
で
明
示
さ
れ
、
危
機
的
状
況
と
し
て
把
握
さ
れ
た
神
人
・
悪
僧
問
題
は
、
既
に
十
二
世
紀
初
頭
の
時
点
で
問
題
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
い
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
神
人
が
寺
院
機
構
に
従
属
す
る
存
在
と
し
て
活
動
を
行
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
ま
た
在
地
社
会
で
は
寺
社
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
神
人
が
榊
を
立
て
、
種
々
の
狼
籍
を
し
た
と
い
う
事
例
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
事
態
は
、
神
人
が
十
二
世
紀
を
少
し

遡
っ
た
段
階
で
権
門
寺
院
の
支
配
1
1
仏
法
秩
序
に
帰
属
し
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
寺
院
と
神
人
の
訴
訟
が
結
合
す
る
事
態
は
、
中
央
で
の
神
輿
動
座
と
い
う
強
訴
形
態
を
一
般
化
す
る
。
史
料
上
の
神
輿
動
座
の
噛
矢
は
永
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

二
年
（
一
〇
八
；
の
熊
野
強
訴
〔
恥
1
8
〕
、
日
吉
神
輿
動
座
の
初
例
は
嘉
保
二
年
（
～
〇
九
五
）
十
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
〔
M
2
4
〕
。
こ
の
日
吉
神

輿
動
座
で
は
、
十
月
二
十
三
日
の
殿
上
玉
壷
で
検
非
違
使
・
武
士
の
派
遣
が
決
定
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
宣
旨
が
出
さ
れ
た
。

　
　
又
被
レ
下
二
宣
旨
於
神
祇
富
】
云
、
諸
社
神
潜
門
狼
成
二
訴
訟
↓
奉
レ
界
二
神
輿
一
可
レ
迎
二
京
都
｝
之
軽
羅
レ
有
二
風
聞
↓
可
二
制
止
一
驚
度
々
被
レ
仰
二
下
之
幻
而
山
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
乱
発
可
レ
奉
レ
昇
二
神
輿
一
者
。
若
聖
者
禦
留
之
條
盒
不
レ
可
レ
憧
二
神
掛
口
此
旨
且
以
祈
申
、
且
出
軍
レ
下
開
知
諸
社
｝
者
、

神
輿
の
入
洛
自
体
は
未
だ
風
聞
の
段
階
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
既
に
「
諸
社
神
二
等
」
の
行
動
様
式
が
予
想
し
得
る
程
に
定
型
化
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
「
山
僧
」
に
よ
る
神
輿
入
洛
の
可
能
性
も
充
分
予
測
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
神
輿
動
座
の
先
行

条
件
と
し
て
、
お
そ
ら
く
は
諸
国
神
人
に
よ
る
神
輿
・
神
宝
動
座
の
～
般
化
を
想
定
で
き
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
神
威
が
社
会
に
浸
透
し
、
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「
嘩
」
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
威
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
権
門
寺
院
に
よ
る
神
人
編
成
は
両
者
の
訴
訟
の
結
合
に
作
用
し
、
寺
院
訴
訟
に
神
威
の
方
法
論
を
導
入
し
た
。
こ
う
し
た
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

威
と
大
衆
を
交
感
さ
せ
る
強
訴
の
中
央
で
の
実
践
は
、
神
人
を
下
部
に
編
成
し
た
上
部
権
威
と
し
て
、
「
朝
威
偏
を
相
対
化
し
得
る
「
衆
威
」

を
在
地
に
逆
流
さ
せ
、
総
体
と
し
て
の
仏
法
秩
序
を
社
会
的
に
再
設
定
し
た
で
あ
ろ
う
。
在
地
社
会
で
の
悪
憎
濫
行
は
多
く
の
史
料
に
記
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
際
大
衆
と
の
関
係
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
詐
称
し
て
動
く
こ
と
が
度
々
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
紀
伊
国
木
本
庄
で
は
、
和
泉
・
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

内
な
ど
近
隣
諸
国
の
「
散
在
之
悪
僧
」
が
自
ら
大
衆
と
号
し
て
苅
田
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
訴
人
の
主
張
で
あ
り
、
実
際
に
は
派
遣
さ

れ
た
夏
鳶
に
よ
る
文
民
の
承
諾
下
で
の
苅
取
行
為
な
の
だ
が
、
論
人
が
苅
取
と
い
う
濫
行
を
合
理
化
す
る
手
段
と
し
て
大
衆
と
号
し
た
事
実
、

そ
し
て
訴
人
ま
で
も
が
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
事
実
が
重
要
と
な
る
。
神
宝
を
振
り
か
ざ
し
て
所
領
寄
進
・
寄
人
編
成
を
推
進
し
た
「
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

門
使
」
が
登
場
す
る
の
も
院
政
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
も
伊
賀
国
黒
田
庄
・
玉
瀧
杣
で
は
、
事
物
里
並
の
際
に
「
大
衆
下
文
」
や
「
大
衆
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

下
知
」
が
あ
る
と
称
し
て
悪
僧
を
招
集
し
、
濫
行
に
及
ぶ
と
い
う
事
例
が
あ
る
。
大
衆
と
悪
僧
の
実
態
的
結
合
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
大
衆
と

の
関
係
を
称
す
る
側
に
は
そ
の
効
果
の
認
識
が
、
敵
対
勢
力
に
は
そ
れ
を
称
す
る
こ
と
の
不
当
性
告
発
の
前
提
と
な
る
大
衆
の
正
当
な
威
力
の

認
識
が
存
在
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
こ
に
お
い
て
「
垂
垂
」
は
、
在
地
社
会
で
正
当
性
の
認
知
と
と
も
に
肥
大
化
し
、
有
効
性
を
発
揮
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

そ
れ
は
や
が
て
「
衆
勘
」
の
寺
外
拡
大
・
定
着
と
し
て
固
定
さ
れ
る
に
至
る
。

　
権
門
寺
院
の
支
配
権
力
は
、
内
部
組
織
や
経
済
基
盤
、
武
力
な
ど
の
整
備
・
確
立
に
支
援
さ
れ
る
が
、
宗
教
権
門
と
し
て
の
特
質
は
、
右
の

よ
う
な
神
威
の
導
入
と
い
う
回
路
を
経
て
改
め
て
浮
上
し
た
都
鄙
を
貫
徹
す
る
宗
教
的
権
威
と
し
て
の
「
壁
画
」
に
よ
っ
て
、
機
能
的
に
顕
在

化
し
た
。
「
衆
威
」
の
社
会
的
認
知
に
よ
る
権
力
支
配
上
の
有
効
性
を
確
立
し
た
権
門
寺
院
は
、
「
突
破
口
」
を
求
め
る
農
民
層
を
神
人
に
編
成

し
た
こ
と
で
、
強
訴
と
い
う
軌
道
に
の
せ
て
制
御
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
「
突
破
口
」
を
押
さ
え
込
ん
だ
。
強
訴
と
い
う
一
定
の
軌
道
設
定

は
、
無
軌
道
な
暴
力
圧
の
緩
衝
と
し
て
社
会
的
に
機
能
し
得
た
か
ら
、
そ
れ
を
遂
行
し
た
大
衆
は
体
制
側
か
ら
も
期
待
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
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第
二
節
　
強
訴
の
規
範
と
そ
の
変
化

　
体
制
的
に
期
待
さ
れ
た
大
衆
が
、
中
世
社
会
の
中
で
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
を
前
章
で
示
し
た
制
御
さ
れ
る
強

訴
に
対
す
る
朝
廷
側
の
対
応
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
に
起
こ
っ
た
興
福
寺
と
大
和
守
源
頼
親
の
紛
争
で
、
警
戒
さ
れ
る
大
衆
の
参
上
に
つ
い
て
興
福
寺
別
当
定
澄
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
大
衆
参
上
三
年
レ
止
了
。
但
僧
綱
已
講
所
司
等
参
上
一
二
愁
申
一
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
定
澄
は
、
大
衆
の
参
上
を
止
め
る
べ
き
も
の
と

し
て
制
止
す
る
一
方
、
僧
綱
・
已
講
・
所
罰
に
よ
る
参
上
・
愁
訴
に
つ
い
て
は
正
当
な
訴
訟
手
段
と
し
て
主
張
し
て
い
る
。
訴
え
を
受
け
た
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

大
臣
藤
原
道
長
も
、
「
得
業
僧
介
護
レ
用
、
只
僧
綱
已
講
許
來
翼
翼
」
と
交
渉
の
相
手
を
僧
綱
・
已
講
に
限
定
し
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
寺
院

側
と
朝
廷
側
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
。
七
月
に
は
八
省
に
集
会
し
た
「
山
階
寺
法
師
等
」
が
退
去
を
命
じ
ら
れ
た
よ
う
に
〔
恥
7
〕
、
朝

廷
と
寺
院
を
結
ぶ
「
寺
司
」
難
僧
綱
・
已
講
・
所
司
等
の
介
在
が
な
い
集
会
自
体
が
、
武
装
や
濫
行
と
は
無
関
係
に
「
無
レ
故
」
き
も
の
と
非

　
　
　
　
　
⑭

難
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
十
一
世
紀
初
頭
の
段
階
で
は
、
僧
綱
・
已
講
を
介
し
た
訴
訟
の
み
を
正
当
と
す
る
前
提
の
下
、
そ
れ
を
排
し

た
大
衆
の
入
洛
・
群
集
自
体
が
不
当
で
あ
り
、
大
衆
と
朝
廷
と
の
直
接
交
渉
は
圓
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
法
意
識
は
、
院
政
期
に
は
変
化
を
見
せ
る
。
寛
治
六
年
目
一
〇
九
工
）
の
山
門
強
訴
〔
恥
2
0
・
2
1
〕
で
は
、
日
吉
社
領
で
の
神
人
殺
害
を

訴
え
て
高
陽
院
に
参
集
し
た
「
比
叡
神
人
等
三
十
余
人
」
に
対
し
、
関
白
師
実
が
「
仏
法
王
城
之
中
、
相
二
従
道
理
一
毎
事
可
レ
候
。
不
レ
被
二
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

決
【
以
前
、
率
天
衆
等
一
可
レ
里
謡
由
不
当
偏
と
の
判
断
を
示
し
た
。
十
一
世
紀
の
初
頭
（
寛
弘
三
年
）
段
階
で
の
「
大
衆
参
上
」
の
全
面
否
定

が
、
こ
こ
で
は
「
対
決
以
前
偏
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
対
決
」
と
は
、
神
人
殺
害
張
本
へ
の
審
問
及
び
罪
科
裁
定
の
過
程
を
指
し
、
関

白
師
実
が
「
道
理
」
に
よ
る
判
断
と
い
う
「
王
城
扁
の
法
秩
序
を
優
先
さ
せ
た
の
に
対
し
て
、
寺
院
側
は
逆
に
仏
法
の
「
王
城
」
秩
序
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

超
越
、
す
な
わ
ち
張
本
1
1
仏
敵
の
法
以
前
の
罪
科
相
当
を
主
張
し
た
。
こ
の
「
特
権
扁
意
識
に
つ
い
て
は
次
章
で
考
察
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で

は
法
秩
序
に
対
す
る
認
識
に
寺
院
社
会
と
の
ズ
レ
は
あ
れ
、
条
件
付
き
な
が
ら
「
大
衆
参
上
」
自
体
を
不
当
と
み
る
姿
勢
が
世
俗
社
会
で
希
薄
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弓重　言斥　犀孝（衣：川）

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　
十
二
世
紀
に
入
っ
て
も
、
こ
の
緩
み
の
傾
向
は
継
続
す
る
。
嘉
承
三
年
（
コ
○
八
）
三
月
、
尊
勝
寺
灌
頂
二
百
梨
が
本
来
宛
て
ら
れ
る
べ

き
園
城
寺
で
は
な
く
東
寺
に
与
え
ら
れ
た
問
題
で
、
園
城
寺
と
延
暦
寺
が
天
台
宗
と
し
て
共
闘
で
抗
議
し
、
行
動
を
起
こ
し
た
〔
晦
4
0
〕
。
河

原
辺
に
武
士
が
派
遣
さ
れ
る
中
、
西
坂
本
か
ら
、
あ
る
い
は
如
意
山
を
越
え
て
群
集
し
た
数
千
人
に
及
ぶ
甲
冑
・
弓
箭
の
大
衆
に
対
し
、
院
殿

上
で
の
亡
魂
で
は
防
御
方
針
が
議
定
さ
れ
、
制
止
役
と
し
て
僧
綱
等
に
登
山
が
命
じ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
王
威
」
を
脅
か
す
こ
の
強
訴
に

対
す
る
藤
原
宗
忠
の
感
想
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
台
）

　
　
園
城
寺
訴
申
、
　
～
之
道
理
也
。
上
皇
之
遊
興
、
又
以
道
理
也
。
於
レ
今
先
□
□
宗
延
暦
寺
園
城
寺
、
同
心
訴
申
、
頗
可
レ
然
歎
。
然
而
両
寺
衆
徒
被
二
甲
冑
一

　
　
帯
二
弓
箭
一
企
二
参
内
｝
條
、
已
違
二
僧
之
行
ゆ
被
二
相
禦
一
條
、
又
以
可
レ
然
欺
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
宗
忠
は
、
昇
進
ル
ー
ト
を
も
た
な
い
東
寺
へ
の
措
置
と
す
る
上
皇
案
を
道
理
と
し
つ
つ
、
次
第
の
原
則
を
主

張
す
る
園
城
寺
の
提
訴
及
び
延
暦
寺
の
同
調
に
も
理
を
認
め
、
彼
ら
へ
の
非
難
は
武
装
し
て
の
参
内
に
絞
っ
て
い
る
。
十
一
世
紀
初
頭
に
問
題

と
な
っ
て
い
た
「
大
衆
参
上
」
そ
の
も
の
の
不
当
性
は
後
退
し
、
訴
訟
の
「
道
理
」
を
含
め
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
更
に
承
安
三
年

（一

齊
ｵ
三
）
の
南
都
蜂
起
〔
恥
7
2
〕
に
際
し
、
九
条
兼
実
は
寺
院
大
衆
の
訴
訟
に
つ
い
て
、
「
凡
衆
徒
之
習
、
有
二
訴
訟
一
之
時
、
企
二
参
洛
↓
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

参
二
公
器
一
撃
会
二
斎
院
↓
是
恒
例
也
」
と
大
衆
寒
参
訴
訟
自
体
に
何
等
問
題
性
を
認
め
ず
、
そ
れ
が
「
衆
徒
之
習
」
「
恒
例
」
で
あ
る
と
の
認
識

を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
参
洛
強
訴
の
｛
定
の
容
認
は
、
十
二
世
紀
後
半
ま
で
に
不
当
性
の
局
所
化
と
慣
例
化
に
伴
っ
て
達
成
さ
れ
た
と
考

え
て
よ
い
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
単
純
な
済
し
崩
し
の
消
極
的
容
認
で
は
な
い
。
一
方
で
奏
状
提
出
と
い
う
訴
訟
手
続
き
が
守
ら
れ
な
い
事
態
の
問
題
性
が

払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
天
永
四
年
（
＝
一
一
一
｝
）
の
延
暦
寺
強
訴
〔
晦
4
5
〕
で
は
、
大
衆
・
神
人
の
「
揚
レ
声
大
叫
」
と
い
う
行
為
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
、
藤
原
宗
忠
が
「
先
々
大
衆
之
訴
、
必
有
二
奏
状
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
奏
状
は
僧
綱
に
よ
る
署
判
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
大
衆
行
動
の
抑

制
を
方
向
付
け
る
も
の
と
し
て
原
則
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
他
の
手
続
き
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
延
暦
寺
の
訴
訟
な
ら
ば
所
司
・
中
綱
・
日
吉
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⑳

社
司
が
「
衆
徒
使
」
と
し
て
奏
状
を
提
出
し
た
際
、
「
座
主
不
レ
被
二
丁
上
殉
直
来
付
之
條
、
先
問
二
答
所
司
し
と
、
十
二
世
紀
中
葉
の
時
点
で

も
座
主
を
経
由
し
な
い
提
訴
を
問
題
書
す
る
こ
と
は
忘
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
大
衆
の
参
上
が
止
む
を
得
な
い
段
階
に
な
っ
て
も
、
そ
こ
に

至
る
ま
で
の
過
程
に
厚
み
を
加
え
る
こ
と
で
、
強
訴
に
更
な
る
時
間
的
な
猶
予
と
政
治
上
の
柔
軟
性
を
付
与
す
る
こ
と
、
ま
た
奏
状
で
の
訴
訟

を
原
則
化
す
る
こ
と
で
、
大
衆
の
接
近
・
直
接
交
渉
を
可
能
な
限
り
回
避
し
よ
う
と
す
る
朝
廷
側
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
意
図
・
政
治
方
針
の
伏
在
の
上
に
立
つ
規
制
の
緩
み
は
、
あ
か
ら
さ
ま
で
は
な
い
が
、
寺
院
勢
力
の
主
体
で
あ
る
大
衆
の
権
利
要

求
行
為
の
体
制
的
容
認
に
照
準
を
合
わ
せ
た
も
の
で
、
社
会
的
秩
序
維
持
を
目
論
む
「
朝
威
」
に
よ
る
「
衆
威
」
の
内
面
化
と
評
価
で
き
る
。

そ
れ
故
に
強
訴
は
、
「
縁
家
大
事
」
で
あ
り
な
が
ら
緩
や
か
な
規
制
の
中
で
強
訴
禁
止
令
・
蛾
滅
と
い
っ
た
抜
本
的
対
策
が
取
ら
れ
る
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
遂
行
さ
れ
た
。
ま
た
興
福
寺
大
衆
が
制
御
さ
れ
た
入
洛
強
訴
の
作
法
を
示
し
て
、
「
衆
徒
上
洛
不
レ
可
レ
黒
戸
驚
異
一
事
」
を
成
文
化
で
き
た
事

実
の
北
且
凧
に
は
、
寺
院
勢
力
が
自
ら
の
期
待
さ
れ
る
立
場
を
踏
ま
え
て
自
覚
的
に
抑
制
し
た
強
訴
行
為
が
体
制
的
に
容
認
さ
れ
る
こ
と
へ
の
期

待
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
強
訴
の
規
範
化
は
、
王
法
求
心
的
な
寺
院
に
の
み
み
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
南
都
北
嶺
の
権
門
寺
院
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

こ
そ
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
緩
み
や
譲
歩
を
内
包
し
つ
つ
志
向
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
強
訴
の
規
範
の
変
化
は
、
〈
力
〉
の
社
会
的

了
解
を
望
む
寺
院
勢
力
と
、
彼
ら
の
体
制
化
を
志
向
す
る
国
家
・
社
会
の
相
互
関
係
の
変
化
に
対
応
し
て
生
ま
れ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
竹
内
理
三
「
院
政
の
成
立
」
（
糊
竹
内
理
三
著
作
集
臨
第
六
巻
、
角
川
書
店
、
一

　
九
九
九
年
、
初
出
一
九
六
七
年
）
一
一
〇
頁
。
田
中
文
英
「
後
白
河
院
政
期
の
政

　
治
権
力
と
権
門
寺
院
」
（
『
平
氏
政
権
の
研
究
一
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
、
初

　
出
一
九
八
三
年
）
も
田
堵
農
民
層
の
対
国
衙
闘
争
や
階
級
利
害
が
寺
院
大
衆
に
よ

　
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
、
強
訴
に
至
る
大
衆
の
集
団
行
動
を
規
定
し
た
と
す
る
。
但

　
し
田
中
氏
は
、
　
方
で
寺
院
上
屡
部
が
自
ら
の
領
主
的
立
場
を
擁
護
す
る
た
め
に
、

　
階
級
的
矛
盾
を
越
え
た
集
団
行
動
を
と
っ
た
と
さ
れ
た
。
院
政
期
大
衆
の
行
動
要

　
因
に
下
か
ら
の
「
つ
き
あ
げ
」
以
外
の
要
素
を
も
想
定
し
た
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

②
鴨
中
右
記
㎞
長
治
元
年
十
月
三
十
日
条
。

③
嘉
承
元
年
（
一
～
〇
六
）
十
月
、
藤
原
信
長
の
遺
墨
を
め
ぐ
っ
て
息
男
法
眼
澄

　
仁
が
信
長
後
家
等
を
襲
撃
し
た
（
甲
州
昌
記
暁
嘉
承
元
年
十
月
十
六
日
・
二
十
七

　
異
型
、
『
中
右
記
』
同
年
十
月
二
十
二
日
条
）
。
こ
の
時
、
澄
仁
の
訴
え
を
う
け
た

　
横
川
衆
徒
は
、
所
司
と
共
に
神
人
を
派
遣
し
て
い
る
。

④
例
え
ば
長
寛
元
年
十
月
日
大
和
国
石
名
庄
住
人
等
解
案
（
明
平
安
遺
文
騒
第
七

　
巻
三
二
六
九
号
）
に
よ
る
と
、
春
日
権
預
眞
春
が
神
入
を
派
遣
し
て
石
名
庄
に
榊

　
を
立
て
、
佳
人
を
損
亡
し
た
と
い
う
。
庄
住
人
等
は
、
「
募
二
神
威
こ
っ
て
行
わ

　
れ
た
こ
の
行
為
を
「
以
外
之
猛
悪
」
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
。
荘
園
支
配
に
お

　
い
て
領
主
の
宗
教
的
権
威
を
象
徴
的
に
示
し
た
神
人
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
仲
村
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強　訴　考（衣川）

　
研
「
神
人
に
つ
い
て
」
（
隅
中
世
地
域
史
の
研
究
』
高
科
書
店
、
～
九
八
八
年
、
初

　
出
一
九
六
〇
年
）
を
毒
素
…
。

⑤
但
し
神
輿
動
座
が
急
速
に
圃
定
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
熊
野
の
場
合
で
も

　
「
大
衆
三
百
余
人
」
に
担
が
れ
た
「
新
宮
那
智
御
上
御
輿
」
は
粟
田
山
付
近
に
安

　
置
さ
れ
、
大
衆
の
み
が
公
電
に
参
入
し
た
（
『
扶
桑
略
記
』
永
保
二
年
十
月
十
七

　
鉄
条
）
。
ま
た
日
吉
初
例
時
も
神
輿
は
入
洛
せ
ず
、
山
上
根
本
中
堂
に
振
り
上
げ

　
ら
れ
た
の
み
で
あ
り
〔
0
4
N
ワ
臼
〕
、
『
校
訂
増
補
天
台
座
主
記
』
は
こ
れ
を
「
神
輿
御

　
登
山
初
度
」
と
し
て
い
る
（
〈
仁
覚
〉
嘉
保
二
年
十
月
二
十
四
日
当
）
。

⑥
魍
中
右
記
㎞
嘉
保
二
年
十
月
二
十
三
日
条
。

⑦
『
中
右
記
睡
天
永
四
年
五
月
四
日
条
で
宗
忠
は
、
南
都
北
嶺
の
同
時
騒
動
の
中

　
で
「
乗
レ
勝
」
じ
て
申
請
を
行
う
寺
院
大
衆
に
つ
い
て
「
朝
威
已
軽
、
衆
威
弥

　
重
」
と
の
愁
嘆
を
洩
ら
し
て
い
る
。

⑧
天
永
二
年
九
月
四
H
東
大
寺
週
案
（
『
平
安
遺
文
瞼
第
四
巻
～
七
五
　
号
）
。
永

　
村
眞
「
寺
内
僧
団
の
形
成
と
年
預
五
師
」
（
『
中
世
東
大
等
の
組
織
と
経
営
瞼
塙
書

　
房
、
一
九
八
九
年
、
二
五
一
頁
）
は
、
在
地
の
「
大
衆
」
認
識
以
上
に
、
「
大

　
衆
」
の
実
質
的
な
強
制
力
を
強
調
す
る
。

⑨
河
音
能
平
「
院
政
期
に
お
け
る
保
成
立
の
二
つ
の
形
態
」
（
『
中
世
封
建
綱
成
立

　
史
論
㎞
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
、
初
出
一
九
六
三
年
）
一
一
六
頁
。
具

　
体
的
な
史
料
と
し
て
は
、
河
音
合
も
挙
げ
ら
れ
た
（
年
欠
）
丹
後
国
在
庁
富
人
等

　
言
上
状
（
魍
鎌
倉
遺
文
臨
第
六
巻
四
三
一
六
号
）
が
あ
る
。
ま
た
十
一
世
紀
か
ら

　
東
奪
と
の
相
論
が
続
く
多
度
神
宮
寺
を
再
三
押
妨
し
た
「
延
暦
寺
使
者
」
が
、
そ

　
の
後
も
「
近
来
称
二
延
暦
寺
使
↓
下
二
葉
彼
悪
心
所
レ
張
二
行
非
法
し
と
い
う
事
例

　
（
長
治
二
年
七
月
十
四
日
官
宣
旨
案
、
『
平
安
選
文
』
第
四
巻
～
六
四
六
号
）
も
、

　
「
称
二
延
暦
寺
使
一
」
す
る
こ
と
の
何
ら
か
の
有
効
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
重

　
慰
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑩
天
養
二
年
正
月
十
七
日
官
宣
旨
案
（
『
平
安
遺
文
恥
第
六
巻
二
五
四
三
暑
）
、
保

　
元
三
年
閣
月
日
伊
賀
国
在
庁
官
人
等
解
（
『
平
安
遺
文
』
第
六
巻
一
｝
九
一
九
号
）
。

⑪
　
仁
安
二
年
二
月
日
延
暦
寺
政
所
下
文
（
魍
平
安
遺
文
隔
第
七
巻
三
四
二
〇
号
）

　
は
、
「
大
衆
之
勘
当
」
に
よ
る
係
争
地
の
没
官
や
住
宅
追
捕
、
追
却
を
伴
う
知
行

　
停
止
の
実
現
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
大
衆
へ
の
恐
怖
を
形
成
し
た
。
建
久

　
七
年
七
月
一
一
十
一
日
大
江
良
永
起
請
文
（
明
鎌
倉
遺
文
臨
第
一
一
巻
八
五
八
号
）
は
、

　
「
亭
亭
二
衆
勘
（
被
レ
追
二
却
寺
領
凹
」
た
恐
怖
の
あ
ま
り
作
成
さ
れ
た
起
請
文
で
あ

　
る
。

⑫
『
小
右
記
逸
文
臨
寛
弘
三
年
七
月
十
三
日
条
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
騰
谷

　
寿
「
大
和
守
源
頼
親
伝
」
（
『
古
代
工
臨
一
七
－
二
、
一
九
七
〇
年
）
に
詳
し
い
。

⑬
『
御
堂
関
自
記
』
寛
弘
三
年
七
月
十
四
日
条
。

⑭
『
権
記
撫
寛
弘
三
年
七
月
十
三
日
条
。

⑮
『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
六
年
九
月
十
七
日
・
十
八
日
量
。

⑯
『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
六
年
九
月
十
八
日
量
「
陳
二
申
子
細
膚
云
、
仲
実
朝
臣

　
庄
司
人
被
二
対
問
一
事
不
当
之
由
、
所
レ
令
レ
急
設
」
。

⑰
『
玉
葉
触
承
安
三
年
十
一
月
三
日
条
。

⑱
『
中
右
記
臨
天
永
四
年
四
月
一
日
条
。

⑲
天
永
二
年
（
＝
＝
）
、
参
院
し
た
座
主
獺
郷
が
申
上
し
た
門
條
々
扁
に
は
、

　
コ
、
満
山
書
二
奏
状
凹
可
レ
停
二
止
悪
事
扁
立
派
申
請
。
而
寛
慶
一
人
不
レ
加
レ
署
」

　
（
隅
長
秋
記
』
同
年
十
月
二
十
日
条
）
と
あ
る
。
座
主
の
上
膓
で
あ
る
僧
都
寛
慶

　
が
そ
の
こ
と
を
不
服
と
し
て
加
署
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、
本
来
「
満
山
」
の
奏
状

　
に
は
、
僧
綱
・
已
講
の
署
判
が
必
要
で
あ
っ
た
。
但
し
、
次
章
で
も
触
れ
る
元
永

　
元
年
（
一
一
｝
八
）
の
安
楽
寺
別
当
問
題
で
は
、
「
座
主
已
下
撫
判
進
二
奏
状
」

　
め
て
も
西
塔
勢
力
か
ら
反
対
の
声
が
あ
が
っ
た
よ
う
に
（
『
中
右
記
隔
同
年
五
月

　
二
十
二
日
条
）
、
内
部
の
政
治
状
況
に
よ
っ
て
は
「
座
主
已
下
漏
の
僧
綱
加
判
が

　
公
的
に
寺
院
の
意
思
を
代
表
し
得
な
い
場
合
も
あ
り
、
あ
く
ま
で
原
則
で
あ
っ
た
。

A
⑳
　
㎎
丘
怠
戦
卵
山
下
仁
安
蒲
刈
十
ゐ
ハ
日
月
【
㎝
」
丁
臼
一
条
Q
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⑳
建
久
九
年
十
一
月
一
日
興
福
寺
申
状
（
一
章
註
⑳
）
。

⑫
　
上
川
通
夫
「
後
白
河
院
の
仏
教
構
想
」
（
古
代
学
協
会
編
魍
後
白
河
院
駈
吉
川

　
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
二
三
〇
頁
で
は
、
文
覚
が
「
大
衆
参
陣
、
可
レ
驚
二
天

　
聴
凹
」
（
元
暦
二
年
正
月
十
九
日
神
護
寺
四
十
五
簡
条
起
請
文
、
『
平
安
遺
文
幽
第

九
巻
四
八
九
二
号
）
こ
と
を
主
張
し
た
事
実
か
ら
、
王
法
指
向
型
寺
院
に
よ
る
強

訴
の
規
範
性
と
、
南
都
北
嶺
強
訴
と
の
懸
隔
が
指
摘
さ
れ
て
い
み
。
こ
こ
で
は
よ

り
問
題
性
の
大
き
か
っ
た
後
者
の
規
範
化
へ
の
志
向
を
評
引
し
た
い
。
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第
三
章
　
「
善
し
な
る
大
衆
、
「
悪
」
し
き
悪
僧

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
は
、
強
訴
の
自
制
的
性
格
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
権
門
寺
院
と
客
体
で
あ
る
朝
廷
と
の
関
係
に
お

い
て
、
朝
廷
側
に
み
え
る
体
制
化
へ
の
志
向
性
を
確
認
し
た
。
そ
の
展
開
の
中
で
、
体
制
的
容
認
を
獲
得
し
た
大
衆
の
特
権
性
を
支
え
て
い
た

も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
如
何
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
強
訴
主
体
で
あ
る
大
衆
が
「
自
覚
」
的
に
備
え
る

「
特
権
」
が
、
社
会
的
了
解
を
獲
得
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
本
章
の
課
題
と
す
る
。

第
一
節
　
聖
俗
均
質
化
の
一
前
提

　
中
世
寺
院
が
自
律
的
に
運
営
を
行
い
、
一
定
の
自
治
を
実
現
す
る
中
で
、
運
営
上
の
方
針
や
僧
侶
集
団
の
結
集
を
図
る
際
に
機
能
し
た
の
が

僧
侶
集
会
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
集
会
、
殊
に
大
衆
愈
議
は
中
世
寺
院
史
研
究
の
重
要
な
対
象
で
あ
り
、
「
人
倫
に
平
戸
の
平
等
を
認
め
」

る
「
印
度
思
想
」
が
寺
院
社
会
の
「
和
合
の
理
想
」
実
現
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
と
し
て
、
「
僧
伽
」
的
な
　
味
和
合
の
精
神
を
重
視
す
る
牧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

健
二
「
我
が
中
世
の
善
院
法
に
於
け
る
憎
侶
集
会
」
以
来
、
個
別
寺
院
の
集
会
か
ら
そ
の
体
系
に
至
る
ま
で
豊
か
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
近

年
、
松
永
勝
巳
氏
は
湯
屋
で
行
わ
れ
る
集
会
の
分
析
か
ら
、
大
衆
の
衆
議
が
「
聖
僧
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
「
擬
似
憎
伽
」
と
し
て
の
正
当
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
獲
得
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
強
訴
が
正
当
性
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
れ
を
生
み
出
す
場
と
し
て
の
集
会

の
重
要
性
を
踏
ま
え
て
、
大
衆
・
強
訴
・
衆
議
を
関
係
づ
け
た
考
察
と
し
て
示
性
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
当
性
と
は
内
部
集
団
で
の
合
意
形

成
と
外
部
社
会
で
の
受
容
・
了
解
と
い
う
二
重
の
正
当
化
を
要
請
す
る
か
ら
、
寺
院
が
自
ら
作
り
上
げ
た
正
当
性
を
如
何
に
世
俗
社
会
に
納
得
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さ
せ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　
承
安
元
年
（
＝
七
一
）
、
南
都
に
よ
る
前
下
野
守
信
遠
の
遠
流
要
求
訴
訟
〔
酌
7
1
〕
で
、
証
人
の
喚
問
を
伴
う
使
庁
沙
汰
を
経
て
か
ら
、
罪

科
を
決
定
す
べ
し
と
の
命
令
が
下
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
興
福
寺
大
衆
は
、
「
自
二
上
代
一
大
衆
之
訴
、
未
レ
有
下
進
二
前
人
一
之
例
い
連
携
申
二
塵
一
一
戸

哉
」
と
、
「
謹
人
」
千
進
と
い
う
法
シ
ス
テ
ム
を
越
え
る
「
大
衆
国
訴
」
の
正
当
性
を
主
張
し
た
。
同
様
の
主
張
は
、
文
治
六
年
（
＝
九
〇
）

五
月
の
興
福
寺
訴
訟
の
際
の
「
古
来
於
二
蛮
野
講
～
者
、
云
二
興
福
寺
一
二
二
延
暦
寺
↓
全
不
レ
罫
引
証
人
↓
不
レ
決
二
真
偽
↓
ロ
ハ
鞍
手
申
請
一
被
二
断
獄
鱒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

者
例
也
。
是
非
三
蕾
崇
二
一
宗
之
仏
法
ハ
衆
徒
議
定
無
二
疑
惑
網
之
故
也
」
と
の
言
葉
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
笠
松
氏
が
言
う
「
特
権
の
自
覚
」
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
里
人
」
喚
問
に
よ
る
真
偽
決
定
と
い
う
先
例

の
不
在
を
理
由
に
叫
ば
れ
た
彼
ら
の
「
特
権
」
は
、
社
会
的
な
合
意
を
獲
得
で
き
た
の
か
、
ま
た
そ
の
「
特
権
」
が
外
部
社
会
で
も
正
当
に
認

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
期
を
前
提
に
し
た
「
自
覚
」
が
、
彼
ら
の
中
で
如
何
に
成
立
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
笠
松
氏
の
議

論
で
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。
無
論
こ
こ
で
容
易
に
答
え
を
出
せ
る
訳
で
は
な
い
が
、
そ
の
「
特
権
」
が
単
に
＝
宗
之
仏
法
」
へ
の
尊
崇

を
根
拠
と
す
る
の
で
は
な
く
、
「
衆
徒
議
定
」
を
経
て
形
成
さ
れ
た
正
当
性
に
守
ら
れ
て
い
る
と
の
興
福
寺
憎
の
認
識
に
は
注
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
大
衆
が
自
ら
の
「
特
権
」
的
性
格
を
宗
教
心
韮
「
信
仰
の
力
」
へ
希
釈
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
「
衆
徒
議
定
」
の
内
に
認
め
た

こ
と
の
明
確
な
「
自
覚
」
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
同
心
に
よ
る
集
団
決
定
こ
そ
が
聖
俗
を
貫
く
一
般
性
を
「
特
権
」
に
付
与
す
る
も
の
と
の
認

識
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
節
で
は
、
制
御
さ
れ
た
強
訴
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
衆
議
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た

り
、
一
揆
と
の
関
連
で
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
一
揆
の
問
題
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
集
団
の
正
当
性
や
威
力
の
問
題
と
も
密
接
に
関
連

す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
強
訴
が
集
団
訴
訟
で
あ
る
以
上
、
数
に
よ
る
脅
威
が
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
勝
俣
鎮
夫
氏
は
そ
れ
以
上
に
一
揆
と
い
う
集
団

の
特
殊
状
態
を
重
視
さ
れ
る
。
～
揆
と
は
、
日
常
性
を
～
旦
止
揚
し
て
成
立
す
る
非
日
常
的
結
合
状
態
を
指
し
、
「
そ
の
目
的
が
、
日
常
性
を

こ
え
た
問
題
、
通
常
の
手
段
で
は
解
決
が
不
可
能
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
た
」
問
題
へ
の
対
処
法
と
し
て
要
請
さ
れ
、
具
体
的
に
は
「
当
時
の
見
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る
も
の
を
し
て
「
身
の
毛
の
よ
だ
つ
」
光
景
と
感
じ
さ
せ
る
、
異
常
な
、
恐
怖
に
つ
つ
ま
れ
た
儀
式
」
で
あ
る
一
味
神
水
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

　
　
　
④

た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
は
二
つ
の
問
題
が
導
か
れ
る
。
第
一
は
、
日
常
的
存
在
の
ま
ま
で
は
問
題
解
決
が
達
成
さ
れ
な
い
た
め
に
、
非
日
常
的

集
団
へ
の
飛
躍
随
～
味
同
心
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
集
団
内
部
で
如
何
に
形
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
、
第
二
は
、
一
味
神
水
の
如

き
結
束
力
を
高
め
る
儀
式
の
「
身
の
毛
も
よ
だ
つ
」
異
常
性
や
恐
怖
感
を
、
如
何
に
集
団
外
部
へ
〈
力
〉
と
し
て
伝
達
し
、
了
解
さ
せ
得
る
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
先
ず
後
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
長
暦
二
年
（
へ
〇
三
八
）
十
月
二
十
六
日
、
京
都
で
は
、
天
台
座
主
慶
事
入
滅
の
後
任
を
智
謹
門
徒
二
尊
が
競
坐
し
た
こ
と
に
反
発
し
た

「
天
台
僧
徒
数
千
人
」
が
下
山
す
る
と
の
風
聞
が
立
ち
、
翌
日
に
は
現
実
に
五
六
百
人
が
下
山
、
左
近
馬
場
に
群
集
し
た
〔
池
1
3
〕
。
こ
れ
に

対
し
、
関
白
頼
通
が
「
只
可
レ
依
二
愁
状
之
是
非
隔
心
不
レ
可
レ
依
二
僧
徒
之
多
少
一
歎
」
と
の
意
見
を
述
べ
て
理
非
裁
定
の
姿
勢
堅
持
を
主
張
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

と
、
下
京
し
た
大
衆
は
こ
の
日
の
内
に
帰
山
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
是
内
々
蒙
巴
奮
乞
貝
其
詞
云
、
更
以
二
知
謹
大
師
門
徒
一
犬
レ
可
レ
補
、
可
レ

用
二
慈
覚
大
師
門
徒
ハ
上
山
憎
等
量
可
レ
随
二
帰
却
一
」
と
の
噂
が
立
っ
た
が
、
実
は
こ
の
「
内
々
」
の
宣
旨
は
僧
綱
に
よ
る
大
衆
懐
柔
の
た
め
の

謀
計
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
の
事
例
に
限
ら
ず
、
強
訴
の
際
に
大
衆
と
朝
廷
が
如
何
に
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
っ
た
か
と
い
う
点
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
二
十
七
日
の

下
山
情
報
に
つ
い
て
は
、
前
日
に
下
京
し
た
権
少
僧
都
頼
寿
と
権
律
師
明
快
に
よ
っ
て
天
皇
及
び
関
白
頼
通
の
許
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
具

体
的
内
容
は
、
二
十
六
日
の
段
階
で
僧
綱
も
加
署
し
た
愁
状
が
大
衆
の
手
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
彼
ら
が
「
悉
罷
下
」
ろ
う
と
し
て
い
る
動
向

に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
下
知
を
伝
え
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
権
僧
正
行
尊
が
大
衆
愈
議
の
決
議
内
容
を
院
に
報
告
し
た
と
い
う
園
城

　
　
　
⑥

寺
の
事
例
と
と
も
に
、
僧
綱
を
介
し
た
通
常
の
情
報
伝
達
と
評
価
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
保
元
三
年
目
　
一
五
八
）
六
月
、
比
叡
繊
上
で
の

騒
動
を
察
知
し
た
朝
廷
が
殿
上
で
論
議
を
行
い
、
「
不
レ
可
レ
令
二
蜂
起
一
由
」
を
座
主
最
雲
以
下
の
僧
綱
・
已
講
に
命
じ
た
事
例
〔
恥
6
1
〕
で
は
、

十
七
日
に
「
日
吉
宮
司
大
衆
使
等
」
が
甘
藷
の
房
に
参
上
し
、
重
ね
て
奏
状
を
提
出
す
る
と
、
翌
日
勅
定
を
承
っ
た
座
主
以
下
僧
綱
・
悪
手
等

が
「
大
衆
騒
動
」
制
止
の
た
め
に
登
山
し
た
。
『
南
湖
範
記
』
に
よ
れ
ば
、
「
山
僧
云
、
晩
起
呼
綱
十
九
口
已
講
四
口
、
出
二
品
講
堂
殉
衆
徒
五
千
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入
許
、
如
二
雲
霞
一
集
会
。
僧
綱
示
二
子
勅
定
↓
其
間
和
平
不
和
平
、
様
々
出
レ
詞
、
所
レ
詮
不
二
分
明
殉
入
レ
夜
座
主
以
下
帰
洛
」
し
た
と
い
う
。

こ
の
山
上
集
会
の
模
様
は
、
そ
の
立
場
は
不
明
な
が
ら
、
登
山
し
た
憎
綱
以
外
の
「
山
僧
」
に
よ
っ
て
平
信
範
の
許
へ
伝
達
さ
れ
て
い
る
。

　
右
の
よ
う
に
、
大
衆
余
議
を
始
め
と
す
る
集
会
は
、
去
状
・
奏
状
と
し
て
表
明
・
告
訴
さ
れ
る
そ
の
場
で
の
決
定
事
項
や
訴
訟
内
容
と
い
っ

た
一
次
的
情
報
以
外
に
も
、
そ
の
規
模
や
議
論
の
様
子
、
あ
る
い
は
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
含
め
た
二
次
的
情
報
が
様
々
な
手
段
に
よ
っ
て
世
俗

社
会
に
伝
達
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
情
報
の
往
来
は
、
勅
定
を
披
露
す
る
と
い
う
厳
粛
な
集
会
の
場
の
み
に
限
定
さ
れ
ず
、
日
常
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
九
条
兼
実
の
場
合
、
実
弟
で
あ
る
慈
円
か
ら
の
知
ら
せ
で
強
訴
へ
の
対
応
方
針
を
決
め
て
い
た
ら
し
く
、
佐
々
木
定
綱
の

宮
仕
殺
害
を
発
端
と
す
る
建
久
二
年
（
＝
九
一
）
四
月
の
山
門
強
訴
で
は
、
「
法
印
送
レ
書
面
云
、
山
門
衆
徒
ロ
ハ
今
下
洛
之
碁
所
二
聞
及
一
也
者
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

乍
レ
驚
遣
レ
入
令
レ
見
、
已
有
二
其
実
↓
集
二
会
京
極
寺
一
云
々
。
（
上
略
）
衆
徒
下
山
、
無
二
日
来
之
風
聞
ゆ
比
翼
倉
卒
、
二
二
是
非
一
図
」
と
あ
る
よ

う
に
、
書
簡
や
「
日
来
之
風
聞
」
か
ら
の
情
報
収
集
に
よ
っ
て
、
通
常
で
あ
れ
ば
入
洛
強
訴
の
予
見
は
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
般
に
、
寺
院
と
世
俗
社
会
が
緊
密
に
交
流
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
り
、
中
で
も
日
常
的
な
情
報
の
や
り
と
り
が
、
朝

廷
に
よ
る
僧
綱
・
已
講
の
召
集
の
場
以
外
で
も
、
貴
族
社
会
に
近
し
い
僧
侶
に
よ
る
直
接
的
談
話
・
書
簡
・
風
聞
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
は
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
情
報
網
は
、
強
訴
の
際
に
も
機
能
し
て
お
り
、
前
述
し
た
寛
治
六
年
の
強
訴
〔
恥
2
0
・
2
1
〕
で
は
、
神
人
の
み

の
入
洛
で
大
衆
参
上
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
京
都
に
恐
怖
が
蔓
延
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
強
訴
時
に
顕
在
化
す
る
〈
力
〉
の
一

つ
と
し
て
の
恐
怖
は
、
実
際
に
入
洛
し
た
武
装
大
衆
の
体
験
・
記
憶
や
先
例
の
知
識
と
と
も
に
、
寺
院
側
か
ら
の
情
報
の
中
で
肥
大
し
た
も
の

に
想
像
さ
れ
た
と
い
う
要
素
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。
「
「
身
の
毛
も
よ
だ
つ
」
光
景
」
と
は
、
内
部
の
視
線
で
と
ら
え
ら
れ
外
部
に
発
信
さ
れ

た
像
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
自
ず
か
ら
内
部
の
恣
意
が
含
意
さ
れ
る
。
〈
力
〉
の
発
現
を
志
向
す
る
寺
院
社
会
と
、
そ
こ
か
ら
情
報
を
受
け
取
る

世
俗
社
会
と
の
間
に
は
、
実
体
と
の
ズ
レ
や
寺
院
内
部
の
恣
意
の
伝
播
を
組
み
込
ん
だ
情
報
装
置
の
展
開
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
非
日
常
へ
の

飛
躍
と
い
う
認
識
は
、
寺
院
側
の
意
図
に
沿
っ
て
～
体
性
や
恐
怖
感
と
い
っ
た
意
味
を
付
加
さ
れ
た
情
報
の
結
果
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
如
二
雲
霞
一
集
会
」
す
る
光
景
を
「
身
の
毛
も
よ
だ
つ
」
も
の
と
し
て
受
容
・
解
釈
す
る
観
念
上
の
共
通
基
盤
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
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大
衆
の
集
団
的
な
威
力
の
効
果
的
な
顕
現
を
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

獲
得
し
、
「
寺
院
と
社
会
の
均
質
化
」
を
観
念
的
に
支
援
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
中
世
寺
院
社
会
の
思
考
様
式
は
聖
俗
共
通
の
基
盤
を
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第
二
節
　
「
大
衆
之
訴
」
の
正
当
性

　
強
訴
の
際
の
武
力
行
使
を
大
衆
自
ら
が
禁
じ
た
建
久
九
年
（
＝
九
八
）
の
興
福
寺
申
状
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
が
、
他
の
箇
所
で
興
福

寺
大
衆
は
、
自
ら
の
正
当
性
の
所
在
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

　
　
　
一
　
可
レ
有
二
封
問
｝
由
不
レ
可
レ
叶
物
儀
事

　
　
右
、
飛
罰
之
法
、
錐
レ
従
二
羅
切
ハ
依
レ
事
依
レ
時
、
皆
有
二
勘
酌
㊨
（
A
）
凡
三
千
衆
徒
同
心
奏
状
、
朝
家
欝
欝
之
條
、
往
代
未
レ
聞
、
何
況
織
工
封
問
一
哉
。
是

　
　
非
＝
儂
単
一
主
憲
ハ
其
事
勢
可
レ
然
。
（
B
）
所
レ
謂
一
華
多
レ
人
、
真
心
如
レ
面
、
向
背
互
異
、
虚
実
云
顕
、
讐
如
二
沙
汰
而
探
‘
金
。
高
議
二
莫
大
之
勝
事
↓
衆
人

　
　
無
向
寒
心
以
C
・
若
嚢
糧
之
轟
老
導
憂
慮
ハ
躰
無
智
設
難
膨
陶
謎
又
論
集
不
慈
（
後
胤
）

多
様
な
人
間
の
集
合
体
（
B
）
で
あ
る
「
三
千
衆
徒
」
の
同
心
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
奮
い
分
に
「
至
極
之
道
理
」
が
存
在
す
る
か
ら

こ
そ
で
あ
る
と
す
る
主
張
（
C
）
は
、
一
味
同
心
に
先
行
す
る
訴
訟
の
道
理
に
重
き
を
置
く
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
心
訴

訟
が
「
封
問
」
等
の
世
俗
的
法
シ
ス
テ
ム
を
超
越
す
る
は
ず
だ
と
す
る
抗
弁
（
A
）
で
は
、
道
理
と
同
心
の
問
に
あ
る
べ
き
論
理
的
整
合
性
が
、

事
後
的
に
宣
言
さ
れ
た
く
事
実
〉
と
し
て
の
同
心
自
体
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
い
、
論
理
構
造
を
曖
昧
に
す
る
。
そ
の
た
め
、
大
衆
が
同

心
し
た
訴
訟
に
は
自
然
道
理
が
存
す
る
と
い
う
よ
う
な
逆
転
が
、
容
易
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
道
理
性
獲
得
の
た
め

の
同
心
が
集
団
訴
訟
遂
行
上
の
課
題
と
し
て
浮
上
す
る
。

　
律
令
制
下
の
古
代
寺
院
で
は
、
僧
尼
令
を
始
め
と
す
る
国
家
的
統
制
を
受
け
る
と
同
時
に
、
和
合
を
旨
と
す
る
僧
侶
集
団
の
在
り
方
目
「
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

伽
」
の
理
念
も
統
制
の
範
囲
内
で
容
認
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
「
憎
伽
」
の
受
容
と
そ
の
中
世
的
展
開
は
別
に
検
証
す
べ
き
問
題
だ
が
、
中
世

の
僧
侶
集
団
に
そ
の
理
念
が
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
元
永
元
年
（
＝
～
八
）
の
安
楽
寺
別
当
補
任
問
題



弓血　　訴　　考　（1《川D

〔
酌
5
0
〕
に
お
い
て
、
延
暦
寺
僧
補
任
を
要
求
し
て
座
主
署
判
を
伴
う
奏
状
が
提
出
さ
れ
た
際
、
こ
の
奏
状
は
＝
類
之
相
構
」
で
あ
り
、

「
山
上
全
不
レ
可
レ
知
」
と
い
う
西
塔
か
ら
の
反
論
が
あ
っ
た
。
東
塔
・
西
塔
・
横
川
の
三
地
域
か
ら
構
成
さ
れ
る
比
叡
湖
上
に
お
い
て
は
、
た

と
え
座
主
署
判
の
奏
状
に
よ
る
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、
「
山
上
」
告
知
を
経
な
け
れ
ば
所
詮
は
「
一
類
之
相
構
」
で
あ
り
、
不
当
な
も
の
だ
と
西

塔
は
主
張
す
る
。
実
質
的
に
は
梨
本
座
主
仁
豪
と
そ
の
反
対
勢
力
（
西
塔
）
の
対
立
が
根
底
に
あ
る
に
せ
よ
、
「
山
上
」
告
知
の
不
在
を
奏
状

の
不
当
性
の
根
拠
と
し
て
告
発
し
得
る
事
実
か
ら
は
、
岡
心
的
集
団
決
定
に
よ
る
意
思
統
一
を
訴
訟
の
前
提
と
し
て
規
範
化
す
る
「
僧
伽
」
和

合
の
理
念
が
、
寺
院
社
会
に
根
強
く
存
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
で
は
、
世
俗
社
会
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
権
少
僧
都
貞
尋
を
は
じ
め
と
す
る
悪
僧
の
濫
行
が
多
発
し
た
十
二
世
紀
初
頭
の
比
叡
山
で
は
、
貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

尋
と
対
立
派
の
合
戦
に
よ
り
、
そ
の
断
罪
を
求
め
る
奏
状
が
提
出
さ
れ
、
更
に
は
貞
尋
に
同
心
し
た
座
主
慶
朝
の
追
却
に
発
展
す
る
。
こ
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
朝
廷
の
関
心
事
は
、
僧
綱
を
陣
頭
に
召
し
て
「
満
山
衆
岡
心
事
、
将
又
一
類
之
所
為
鰍
、
僧
綱
等
早
登
二
山
上
一
可
レ
尋
二
事
由
一
」
と
命
じ
た

よ
う
に
、
座
主
追
却
行
為
の
主
体
確
定
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、
大
衆
申
文
は
座
主
慶
朝
の
「
本
山
大
衆
」
へ
の
背
反
を
切

房
・
追
却
の
理
由
に
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
後
横
川
の
華
厳
院
衆
徒
が
提
出
し
た
奏
状
の
内
容
は
、
「
座
主
追
却
之
條
、
非
二
満
山
衆
之
所
為
幻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

是
法
眼
寛
慶
井
田
闘
評
壇
禅
等
長
出
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
や
り
と
り
で
は
、
朝
廷
側
に
「
満
山
」
か
「
一
類
」
か
を
選
別

す
る
規
範
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
う
け
て
大
衆
の
側
で
も
特
定
集
団
の
所
為
で
あ
る
こ
と
を
弁
明
す
る
意
識
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

例
は
、
「
僧
伽
」
大
衆
社
会
を
理
想
と
す
る
よ
う
な
僧
侶
集
団
の
規
範
的
な
在
り
方
が
、
多
少
の
変
形
は
あ
れ
聖
．
俗
両
界
に
共
通
に
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
規
範
は
西
塔
の
反
論
や
樗
厳
院
衆
徒
の
奏
状
に
よ
っ
て
動
揺
す
る
よ
う
な
、
同
心
と
い
う
〈
事
実
〉
に
依
拠
し

　
　
　
　
　
　
　
⑮

た
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
こ
の
同
心
は
、
前
節
で
述
べ
た
情
報
團
路
に
よ
る
観
念
操
作
で
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
彼
ら
な
り
の

　
⑯

論
理
」
を
支
え
る
非
日
常
性
へ
の
飛
躍
と
は
、
こ
の
よ
う
に
虚
構
性
を
帯
び
て
い
た
が
、
そ
う
し
て
ま
で
飛
躍
を
要
請
し
た
も
の
が
何
で
あ
っ

た
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
鍵
と
な
る
の
が
悪
僧
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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中
世
社
会
の
中
で
、
一
定
の
普
遍
性
を
も
っ
て
成
立
し
た
僧
侶
集
団
へ
の
規
範
の
枠
静
み
は
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
た
者
を
悪
僧
と
措
定
す
る

概
念
装
置
と
し
て
機
能
す
る
。
永
久
元
年
（
～
＝
三
）
九
月
に
は
、
天
台
座
主
の
人
事
問
題
で
訴
訟
が
行
わ
れ
た
〔
酌
4
9
〕
。
こ
の
事
件
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

岡
年
四
月
の
大
衆
下
山
〔
σ
5
N
4
〕
の
引
責
で
辞
表
を
提
出
し
た
座
主
仁
豪
が
「
満
山
大
衆
不
レ
同
二
心
一
類
大
衆
一
之
故
」
に
辞
表
を
返
却
さ
れ

た
こ
と
に
不
満
を
抱
い
た
無
動
寺
衆
徒
が
、
座
主
交
替
を
求
め
て
舐
園
に
群
降
し
、
彼
ら
の
み
で
神
輿
を
動
座
し
陣
頭
へ
向
か
っ
た
も
の
で
あ

⑱る
。
こ
こ
で
『
長
秋
記
』
が
記
す
前
日
の
悪
僧
追
捕
宣
旨
は
、
下
京
し
た
「
無
動
寺
衆
」
を
「
山
悪
僧
」
と
し
て
お
り
、
非
「
満
山
」
で
あ
る

「
無
動
寺
衆
」
が
悪
僧
に
同
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
大
衆
に
よ
る
制
御
さ
れ
た
強
訴
と
、
世
俗
の
法
秩
序
の
圏
外
に
逸
脱
し
た
「
凶
徒
」
1
1
悪
僧

に
よ
る
強
訴
の
観
念
的
な
弁
別
・
確
定
と
評
価
で
き
る
。

　
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
衆
威
」
は
在
地
社
会
を
含
む
秩
序
維
持
の
上
で
期
待
さ
れ
た
か
ら
、
そ
れ
が
王
法
秩
序
か
ら
逸
脱
し
な
い
限

り
で
正
当
に
受
容
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
逸
脱
の
指
標
と
し
て
意
図
的
に
設
定
・
排
除
さ
れ
た
の
が
悪
僧
で
あ
っ
た
。
安
元
元
年
（
一
一

七
五
）
に
起
こ
っ
た
鴨
御
祖
社
祝
と
山
門
釈
迦
堂
衆
の
闘
乱
事
件
で
、
張
本
と
目
さ
れ
る
西
塔
大
法
師
墨
池
の
断
罪
を
命
じ
た
後
挿
河
上
皇
の

　
⑲

院
宣
に
は
、
「
満
山
令
レ
帰
二
道
理
一
者
、
衆
徒
誘
致
二
濫
訴
一
哉
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
「
衆
徒
」
が
「
濫
訴
偏
す
る
の
は
、
彼
ら
全
体
（
「
満

山
」
）
が
「
道
理
」
か
ら
外
れ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
の
認
識
の
裏
側
に
は
、
弁
円
と
い
う
張
本
悪
僧
の
排
除
に
よ
っ
て
「
満
山
」
の
道
理

は
容
易
に
回
復
さ
れ
、
そ
う
す
れ
ば
濫
訴
は
起
こ
り
得
な
い
と
し
、
濫
訴
の
責
任
を
張
本
悪
僧
個
人
に
転
嫁
し
「
満
山
」
の
遭
理
性
を
朝
廷
自

身
が
擁
護
す
る
姿
勢
が
伏
在
し
て
い
る
。
社
会
的
に
も
問
題
化
し
て
い
た
諸
々
の
現
実
的
悪
の
原
因
を
張
本
悪
僧
な
ど
一
部
の
勢
力
に
押
し
付

け
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
既
に
白
河
院
政
期
に
も
見
ら
れ
た
。
保
安
二
年
（
一
ご
二
）
五
月
の
山
門
・
寺
門
の
紛
争
か
ら
、
園
城
寺
堂

塔
僧
房
の
焼
失
に
発
展
し
た
事
件
で
は
、

　
　
三
千
ノ
衆
徒
何
皆
悪
僧
ナ
ラ
ム
。
其
中
ノ
泉
悪
ハ
党
類
非
レ
幾
シ
。
一
犬
十
七
テ
百
犬
同
声
ス
ル
ナ
リ
。
僧
ハ
有
二
我
執
一
テ
不
レ
掲
二
其
人
一
シ
、
神
ハ
有
二

　
　
冥
鑑
一
ハ
定
照
二
二
党
一
給
ラ
ム
。
鎮
護
天
台
之
本
誓
未
レ
図
無
、
早
振
二
霊
威
一
テ
群
言
漏
凶
類
一
シ
、
顕
二
露
張
本
一
ナ
ラ
シ
メ
給
へ
（
中
略
）
三
千
衆
徒
中
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
悪
ハ
少
ク
善
ハ
多
シ
。
棄
レ
少
テ
護
レ
多
ラ
ム
ハ
、
令
法
久
住
之
謀
ナ
リ
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強訴考（衣JI【）

と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
明
確
に
少
数
の
「
悪
僧
」
以
外
の
三
千
衆
徒
を
護
る
べ
き
「
善
偏
と
し
、
「
悪
」
に
浸
食
さ
れ
た
「
善
」
1
1
大
衆
が
、
非

主
体
的
に
黙
認
又
は
追
従
す
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
ま
た
久
安
三
年
（
＝
四
七
）
、
平
忠
盛
・
清
盛
父
子
の
流
罪
を
訴
え
た
下
洛
衆
徒
〔
酌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

5
7
〕
の
制
止
を
求
め
た
鳥
羽
院
の
院
宣
に
も
、
や
は
り
「
導
出
一
党
之
凶
類
令
二
参
洛
】
者
、
満
山
之
衆
徒
定
相
従
鰍
」
と
の
把
握
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
朝
廷
・
世
俗
祉
会
に
と
っ
て
の
「
悪
」
は
、
＝
党
之
凶
類
」
か
ら
「
満
山
之
衆
徒
」
に
波
及
す
る
一
方
で
、
そ
の
根
本
要
因
さ

え
排
除
す
れ
ば
彼
ら
の
道
理
は
回
復
可
能
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
悪
」
の
根
源
で
あ
る
「
凶
食
偏
の
み
に
非
難
が
集

中
す
る
。

　
こ
う
し
て
、
体
制
に
と
っ
て
の
当
為
で
あ
る
同
心
的
大
衆
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
「
里
偏
の
性
質
に
よ
っ
て
、
「
凶
類
」
「
凶
徒
」
＝
類
」
と

称
さ
れ
た
僧
侶
達
は
、
治
天
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
存
在
1
1
悪
僧
と
し
て
概
念
的
に
措
定
さ
れ
る
。
寺
院
社
会
に
現
実
に
存
在
す
る
末
法

的
現
象
は
、
「
悪
」
と
し
て
彼
ら
に
局
所
化
さ
れ
、
体
制
外
へ
と
疎
外
さ
れ
て
い
く
。
悪
僧
の
「
悪
」
に
対
置
さ
れ
る
大
衆
の
「
善
」
な
る
性

質
は
、
虚
構
性
を
帯
び
た
同
心
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
聖
俗
共
通
の
正
当
化
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
王
法
秩
序
の
維
持
機
能
を
短
い

得
る
「
衆
威
」
を
体
現
す
る
同
心
的
大
衆
の
み
が
、
院
政
に
よ
る
概
念
上
の
悪
質
排
除
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
「
善
」
な
る
性
質
の
も
と
で
要
請

さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
逸
脱
と
し
て
措
定
さ
れ
た
悪
僧
は
、
平
安
期
寺
院
社
会
の
末
法
的
現
象
と
、
期
待
さ
れ
る
大
衆
像
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋

め
る
観
念
上
の
合
理
化
の
文
脈
で
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
⑦
　
牧
健
二
「
我
が
中
世
の
寺
院
法
に
於
け
る
僧
侶
集
会
扁
（
哩
法
学
論
叢
隔
一
七
1
　
　
　
　
　
り
と
り
が
儀
礼
化
・
芸
能
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
院
権
力
に
測
収
さ
れ
る
構
造
を

四
・
六
、
一
九
二
七
年
）
。
こ
う
し
た
視
角
は
、
近
年
の
清
田
義
英
『
中
世
寺
院

法
史
の
研
究
臨
（
敬
文
堂
、
｝
九
九
五
年
）
に
至
る
ま
で
一
貫
す
る
。
そ
の
中
で

無
批
判
に
前
提
さ
れ
る
「
僧
伽
」
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
和
合
の
内
実
に

つ
い
て
は
、
戒
律
に
基
づ
く
「
布
薩
U
を
軸
に
形
成
・
維
持
さ
れ
る
僧
団
結
合
を

明
ら
か
に
し
た
永
村
眞
「
寺
内
僧
団
の
形
成
と
年
預
五
師
」
（
闘
中
世
東
大
寺
の
組

織
と
経
営
』
塙
書
房
、
一
九
八
九
年
）
の
考
察
が
あ
る
。
ま
た
小
峯
和
明
「
声
を

聞
く
も
の
」
（
『
国
文
学
研
究
盛
；
一
三
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、
大
衆
金
議
で
の
や

　
つ
く
っ
て
い
た
と
し
て
、
大
衆
と
院
政
を
新
た
な
か
た
ち
で
問
題
化
し
て
い
る
。

②
松
永
勝
巳
「
湯
屡
の
集
会
」
（
『
歴
史
学
研
究
軍
議
瓢
三
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
強

　
．
訴
に
お
け
る
「
業
事
」
に
関
し
て
は
、
丹
生
谷
哲
一
門
犬
神
人
小
考
偏
（
『
歴
史
研

　
福
野
三
二
、
｝
九
九
四
年
）
を
参
照
。

③
四
玉
葉
撫
文
治
六
年
五
月
二
日
条
。

④
勝
俣
鎮
夫
寛
揆
』
（
一
章
註
⑥
）
三
・
三
四
頁
。

⑤
日
記
に
残
さ
れ
た
寺
社
の
情
報
源
に
つ
い
て
は
、
土
谷
恵
爾
明
月
記
隔
と
寺
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祉
の
情
報
」
（
五
昧
文
彦
編
『
目
当
に
中
世
を
読
む
臨
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八

　
年
）
、
情
報
伝
達
媒
体
と
し
て
の
中
世
の
う
わ
さ
～
般
に
関
し
て
は
、
酒
井
紀
美

　
『
中
世
の
う
わ
さ
匝
（
吉
川
弘
文
館
、
　
…
九
九
七
年
）
を
参
照
。

⑥
『
中
右
記
隔
保
安
元
年
四
月
二
十
九
日
条
。

⑦
『
玉
葉
駈
建
久
二
年
四
月
二
十
六
日
条
。

⑧
平
雅
行
「
中
世
仏
教
の
成
立
と
展
開
」
（
岡
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
臨
塙
書
房
、

　
一
九
九
一
一
年
、
親
好
一
九
八
四
年
）
四
六
七
頁
。

⑨
建
久
九
年
十
｝
月
一
康
興
福
寺
申
状
つ
細
註
⑭
）
。

⑩
黒
田
俊
雄
「
中
世
春
社
勢
力
論
」
（
は
じ
め
に
註
⑤
）
　
九
｝
頁
。

⑪
貞
尋
を
典
型
と
す
る
院
政
期
悪
僧
に
つ
い
て
は
、
角
田
文
衛
「
貞
尋
僧
都
の
役

　
割
」
（
『
王
朝
の
映
像
臨
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
〇
年
、
初
出
～
九
六
九
年
）
、
同

　
「
璽
下
天
皇
陵
と
興
福
寺
僧
信
実
し
（
噸
王
朝
の
明
陪
臨
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
七

　
年
、
初
出
一
九
七
五
年
目
、
赤
松
俊
秀
笥
悪
僧
漏
の
信
条
と
鎌
倉
仏
教
偏
（
奥
田

　
慈
応
先
生
喜
寿
記
念
『
仏
教
思
想
論
集
掘
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
六
年
）
、
平
田

　
俊
春
「
南
都
北
嶺
の
悪
僧
に
つ
い
て
」
（
平
岡
定
海
編
『
論
集
日
本
仏
教
史
幅
3

　
平
安
時
代
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
、
初
出
一
九
七
七
年
）
、
北
爪
真
佐
夫

　
「
寺
家
大
衆
と
悪
僧
」
（
『
中
世
政
治
経
済
史
の
研
究
臨
高
科
書
店
、
｝
九
九
六
年
、

　
初
娼
｝
九
八
五
年
）
、
新
井
孝
重
「
悪
僧
武
力
と
大
衆
蜂
起
」
（
一
章
註
⑦
）
な
ど

　
が
主
た
る
書
論
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
悪
僧
を
如
何
に
歴
史
的
に
位
置
づ
け

　
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
久
野
修
義
「
中
世
寺
院
と
祉
会
・
国
家
」

　
（
糊
日
本
中
枇
の
寺
院
と
社
会
匝
塙
書
房
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
九
コ
…
年
）

　
は
、
寺
院
中
枢
を
掌
握
し
た
悪
僧
が
そ
の
政
治
的
力
量
や
軍
事
力
に
よ
っ
て
寺
領

　
経
営
・
寺
院
運
営
を
推
進
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
う
し
た
院
政
期
的
な
悪
僧
支

　
配
が
内
乱
を
経
て
否
定
さ
れ
て
い
く
と
い
う
見
通
し
を
立
て
た
。
院
政
期
の
悪
僧

　
が
、
覚
仁
・
儀
実
・
法
薬
を
典
型
と
す
る
寺
内
体
制
的
な
支
持
を
得
た
特
定
有
力

　
僧
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
問
題
が
深
劾
化
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

　
十
一
世
紀
宋
以
降
一
般
的
に
見
え
る
「
悪
僧
」
の
語
に
は
、
特
定
個
入
の
有
力
僧

　
の
み
で
は
な
く
不
特
定
の
濫
悪
僧
及
び
そ
の
集
団
を
も
含
意
し
た
か
ら
、
別
角
度

　
か
ら
検
討
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
な
お
、
十
｝
世
紀
以
前
に
も
延
喜
十
四
年
（
九

　
一
四
）
四
月
二
十
八
日
三
善
清
行
意
見
十
二
箇
条
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
第
二
）
門
但

　
猶
凶
暴
邪
悪
者
、
悪
僧
与
二
宿
衛
一
也
扁
な
ど
、
「
悪
僧
」
使
銅
例
は
勿
論
あ
る
が
、

　
こ
れ
ま
で
は
「
悪
比
丘
」
「
濫
悪
之
法
師
扁
な
ど
と
も
称
さ
れ
て
お
り
、
貴
族
の

　
日
記
へ
の
頻
出
な
ど
を
考
慮
し
て
そ
の
定
着
は
十
一
世
紀
末
と
見
た
い
。
こ
の
点

　
に
つ
い
て
は
平
田
氏
の
指
摘
も
あ
る
。

⑫
『
校
訂
増
補
天
台
座
主
記
』
〈
慶
朝
〉
長
治
元
年
八
月
八
日
条
。

⑬
『
中
右
記
』
長
治
元
年
十
月
十
斎
日
条
。

⑭
『
中
右
記
隔
長
治
元
年
十
月
二
十
六
日
条
。
「
満
山
衆
同
心
」
と
い
う
認
識
の
カ

　
テ
ゴ
リ
t
は
、
大
衆
が
日
常
的
に
非
「
満
山
」
的
状
況
に
あ
る
こ
と
の
外
測
か
ら

　
の
状
況
把
握
と
と
も
に
成
立
す
る
。
延
暦
寺
で
は
、
集
会
体
系
の
整
備
に
よ
る
各

　
地
域
の
意
思
の
個
別
化
が
非
「
満
山
〕
的
状
況
を
現
出
さ
せ
、
全
山
規
模
の
「
治

　
山
偏
を
困
難
に
し
た
。
衣
川
仁
「
中
世
延
暦
寺
の
門
跡
と
門
徒
縣
（
『
日
本
史
研

　
究
扁
四
五
五
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

⑮
久
野
修
義
氏
は
、
「
惣
寺
」
「
満
寺
㎏
と
い
う
用
語
を
検
討
さ
れ
た
中
で
、
寺
僧

　
集
団
内
の
限
定
さ
れ
た
成
員
に
よ
る
合
意
形
成
で
も
、
「
満
寺
」
の
意
志
で
あ
る

　
か
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
中
世
寺
院
の
僧
侶
集
圏
」

　
（
前
掲
懸
盤
⑪
）
二
二
鴬
餅
参
照
。

⑯
笠
松
宏
至
「
中
世
の
政
治
社
会
思
想
偏
（
一
章
註
⑤
）
一
七
四
頁
。

⑰
『
校
請
増
補
天
台
座
主
記
匝
〈
仁
豪
〉
永
久
元
年
八
月
三
日
中
。

⑱
『
長
秋
記
』
永
久
元
年
九
月
三
十
日
条
。

⑲
　
安
元
元
年
八
月
一
一
十
三
日
後
白
河
上
皇
院
宣
案
（
㎎
平
安
遺
文
蝋
第
七
巻
三
七

　
〇
三
号
）
。

⑳
保
安
二
年
六
月
九
日
鳥
羽
天
皇
宣
命
（
門
大
日
本
古
文
書
鄭
石
清
水
文
書
之
五
）
。
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⑳
久
安
三
年
七
月
十
二
日
烏
羽
上
皇
院
宣
案
（
『
平
安
遺
文
無
第
六
巻
二
六
二
二

丹
）
。

弓重　　’訴　　考僧　（衣川）

む
　
　
す
　
　
び

　
本
稿
は
、
中
世
寺
院
に
よ
る
強
訴
を
検
討
し
、
そ
の
背
景
に
あ
る
寺
院
勢
力
主
体
”
大
衆
の
〈
力
〉
と
そ
の
社
会
的
受
容
の
様
相
に
つ
い
て

考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。

　
強
訴
は
、
そ
の
主
体
で
あ
る
大
衆
が
自
ら
暴
力
性
・
暴
発
性
を
抑
制
す
る
統
制
さ
れ
た
示
威
的
訴
訟
行
為
で
あ
っ
た
。
実
態
と
し
て
の
強
訴

は
、
悪
僧
に
よ
る
暴
発
的
な
濫
行
で
は
な
く
、
そ
の
遂
行
に
当
た
っ
て
大
衆
は
、
政
治
的
状
況
の
変
化
に
対
応
し
得
る
よ
う
そ
の
都
度
合
議
に

よ
る
決
定
を
行
い
、
柔
軟
な
対
応
を
可
能
と
し
て
い
た
。
院
政
期
よ
り
み
ら
れ
る
神
人
と
大
衆
の
訴
訟
の
共
同
化
は
、
「
衆
威
」
の
在
地
社
会

へ
の
流
入
を
導
き
、
先
行
的
に
確
立
し
て
い
た
「
神
威
」
を
下
部
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
「
平
角
」
自
体
が
機
能
的
に
再
設
定
さ
れ
た
。
大
衆

が
主
体
と
な
る
寺
院
勢
力
は
、
そ
の
「
衆
威
」
を
以
て
支
配
匪
仏
法
秩
序
の
社
会
的
浸
透
を
達
成
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
中
世
国
家
は
、
強
訴

に
お
け
る
大
衆
と
の
武
力
的
衝
突
を
含
む
直
接
的
対
峙
を
原
則
的
に
回
避
し
な
が
ら
、
一
方
で
強
訴
へ
の
規
制
を
緩
和
し
た
。
彼
ら
を
体
制
的

に
認
知
し
、
そ
の
支
配
を
溝
造
の
一
部
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
王
法
一
仏
法
秩
序
の
貫
徹
を
期
待
し
た
院
政
政
権
は
、
強
訴
を
含
む
大
衆
の
政

治
的
行
為
の
容
認
と
い
う
対
応
方
針
を
採
用
す
る
。
こ
の
前
提
に
は
、
聖
俗
間
に
共
有
さ
れ
た
規
範
の
問
題
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
中
世
寺
院

と
世
俗
社
会
は
、
日
常
的
な
情
報
の
交
換
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
寺
院
社
会
内
部
の
集
団
性
・
神
秘
性
を
帯
び
た
非
日
常
的
同
心
を
、
外
部

に
も
了
解
さ
れ
や
す
い
か
た
ち
で
く
力
〉
と
し
て
伝
達
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
前
提
の
下
で
、
観
念
的
・
規
範
的
な
共
通
基

盤
が
形
成
さ
れ
、
大
衆
の
「
衆
威
」
や
そ
の
訴
訟
は
虚
構
的
同
心
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
「
善
」
な
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
正
当
性
を
裏
付
け

ら
れ
る
に
至
っ
た
。
王
法
－
仏
法
秩
序
の
浸
透
を
志
向
す
る
中
世
国
家
は
、
寺
院
社
会
に
存
在
す
る
現
実
問
題
と
し
て
の
「
悪
」
を
神
人
・
悪

僧
問
題
と
し
て
限
定
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
、
「
善
」
な
る
大
衆
と
の
差
異
を
観
念
的
に
合
理
化
し
、
権
門
寺
院
の
体
制
化
を
推
進
し
た
。

　
以
上
の
結
論
は
、
治
承
・
寿
永
内
乱
以
前
の
史
料
か
ら
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
内
乱
を
経
て
鎌
倉
幕
府
が
成
立
す
る
十
三
世
紀
以
降
に
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つ
い
て
は
考
察
の
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。
軍
事
権
門
と
し
て
の
幕
府
成
立
が
、
強
訴
を
は
じ
め
と
す
る
権
門
寺
院
の
動
向
を
大
き
く
規
定
し

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
中
世
寺
院
の
歴
史
的
性
格
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
、
強
訴
遂
行
を
如
何
に
規
制
し
た
か
に

つ
い
て
は
、
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
ま
た
本
稿
は
、
一
章
で
示
し
た
四
つ
の
視
角
を
批
判
的
に
継
承
し
つ
つ
、
強
訴
主
体
で
あ
る
寺
院
大

衆
を
中
心
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
制
御
点
側
面
や
国
家
に
よ
る
体
制
化
へ
の
志
向
を
重
視
し
た
が
、
そ
の
こ
と
が
寺
院
大

衆
の
主
体
性
か
ら
生
成
さ
れ
る
〈
力
〉
と
、
そ
れ
を
国
家
が
秩
序
維
持
の
上
で
要
請
し
た
こ
と
に
起
源
を
も
つ
と
こ
ろ
に
、
中
世
寺
院
「
勢

力
」
の
顕
密
「
体
制
」
上
の
歴
史
的
な
位
置
を
読
み
取
り
た
い
。
個
々
の
場
面
で
は
反
権
力
的
性
格
を
前
面
に
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
世
俗

社
会
と
の
交
流
に
よ
っ
て
規
範
を
共
有
す
る
に
至
っ
た
寺
院
大
衆
は
、
「
寺
社
勢
力
」
の
主
体
と
し
て
「
顕
新
体
制
」
の
歴
史
的
な
展
開
を
支

え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
大
衆
の
動
向
と
、
王
法
i
仏
法
的
な
秩
序
の
枠
組
み
の
中
で
強
訴
以
外
の
場
面
に
政
策
と
し
て
実
施
さ
れ
る
仏
教

統
制
と
の
統
一
的
な
把
握
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
充
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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A　Consideration　of　G6so強訴

by

KINuGAWA　Satoshi

　　The　true　character　of　g6so，　the　act　of　petitioning　the　throne　by　powerful　pro－

test，　which　was　conducted　by　temples　in　the　medieval　period，　was　not　characte－

rized　by　brutal，　violent　conduct．　G6so　were，　rather，　measui’ed，　highiy　controked

acts　of　protest　by　the　dαisyu大衆，　the　mass　o麺riests．　Appro麟a£ing　the　author－

ity　of　the　gods　by　means　of　united　action　with　theブinin神人，　shrine　personnel，

the　daisyu　were　able　to　spread　the　Buddhist　order　throughout　society　during　the

Insei　period．　ln　response，　the　medieval　state　eased　regulations　on　go“so　avoiding　a

direct　confrontation　with　the　daisyu，　in　hopes　of　thereby　repairing　the　symbiotic

order　of　Buddhist　and　royal　authority，　ouh6一δ吻δ王法一仏法，　under　which　the

power　of　the　Buddhist　temples　had　been　incorporated　into　the　system　of　secular

ru｝e．　Secuiar　society　had　come　to　recognized　the　legitimacy　of　gos6，　accepting　the

collective　authority　of　the　daisyu　and　the　protests　based　on　solidarity，　doushin　lff1

心，that　was　taken　as　their　power　that　was　derived　from　thein：coHective　and　mys－

terious　nature　and　from　the　commolt　norms　shared　by　the　temples　and　secular

socieey，　which　had　been　forged　in　the　system　of　exchange　of　information　between

the　two　societies．　The　medieval　state，　which　sought　to　spread　the　ouh6－buPP6

0rder　throughout　society，　promoted　the　elmn’ation　of　“evi1”　from　temple　society，

which　was　manifbs行n　the　problem　of　the　aleblsou悪僧andブ勿勿，　and　the　systema－

tization　of　the　authoritative　temples，舵％甥。勿勧権門寺院，　at　whose　core　were

found　the　“good”　daisyu．

（770）




